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三　

判
決
履
行
過
程
―
最
終
的
解
決
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス

１　

影
響
を
受
け
る
人
民

（
１
）
判
決
に
お
け
る
人
民
の
保
護

（
２
）
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
お
よ
び
関
係
住
民
の
対
応

２　

履
行
準
備

３　

物
理
的
画
定

（
１
）
物
理
的
画
定
工
程

（
２
）
第
一
段
階　

撤
退
プ
ロ
セ
ス

（
３
）
第
二
段
階　

境
界
に
関
す
る
合
意

（
４
）
第
三
段
階　

調
査
お
よ
び
測
量

（
５
）
第
四
段
階　

標
柱
埋
設

４　

小
括

四　

結
び
に
代
え
て

一　

は
じ
め
に

１　

紛
争
の
平
和
的
解
決

国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
達
成
を
巡
っ
て
は
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
と
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
（J.�L.�Brierly

）
は
論
じ
る
。
一
つ
は

第
三
者
ま
た
は
紛
争
解
決
機
関
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
解
決
を
受
け
入
れ
る
方
法
、
も
う
一
つ
は
当
事
国
自
身
の
交
渉
に
よ
り
相
手
国
を
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説
得
し
な
が
ら
紛
争
解
決
に
合
意
す
る
方
法
で
あ
る（

１
）。

前
者
の
場
合
で
も
、
紛
争
解
決
の
た
め
の
第
三
者
機
関
ま
た
は
司
法
機
関
へ
の
付

託
は
当
事
国
間
の
交
渉
に
よ
る
合
意
が
あ
っ
て
開
始
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
の
決
定
ま
た
は
判
決
が
履
行
さ
れ
判
決
内
容
に
沿
っ
て
完
全
に

実
施
さ
れ
る
ま
で
も
ま
た
当
事
国
間
交
渉
に
委
ね
ら
れ
る
。
国
家
間
紛
争
は
法
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、
歴
史
的
、
民
族
的
そ
の
他
多
様

な
要
因
を
含
む
。
前
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
う
ち
司
法
機
関
へ
の
付
託
は
法
的
側
面
を
処
理
す
る
が
、
他
の
要
因
に
よ
る
問
題
は
未
解
決
と

な
る
。
未
解
決
と
し
て
残
さ
れ
た
問
題
は
最
終
的
に
は
交
渉
に
よ
り
政
治
的
に
決
着
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

２　

非
植
民
地
化
に
お
け
る
国
境
線

植
民
地
時
代
に
は
行
政
的
境
界
線
が
画
定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
大
き
な
問
題
は
発
生
し
な
か
っ
た
が
、
独
立
を
達
成
す
る
と
、
主
権

国
家
と
し
て
国
境
線
を
明
確
に
設
定
す
る
必
要
が
生
ず
る
。
そ
の
結
果
、
新
た
に
独
立
し
た
隣
接
国
間
で
領
域
主
権
・
国
境
を
巡
る
紛
争

が
多
く
発
生
し
て
い
る
。
歴
史
を
み
て
も
領
域
紛
争
は
武
力
衝
突
を
誘
発
し
、
国
際
の
平
和
と
安
全
へ
の
脅
威
と
な
っ
て
き
た
。
こ
う
い

っ
た
紛
争
を
司
法
機
関
に
付
託
し
て
解
決
す
る
事
例
が
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

２
）。

領
土
・
国
境
紛
争
発
生
の
原
因
は
多
様
で
あ
る（

３
）。

ア
フ
リ
カ
お
よ
び
中
南
米
地
域
に
お
け
る
領
土
国
境
紛
争
に
関
し
て
は
、
そ
の
歴
史

的
経
緯
か
ら
ま
た
別
の
共
通
要
因
を
含
ん
で
お
り
、
紛
争
解
決
を
さ
ら
に
複
雑
に
し
て
い
る
。
か
つ
て
植
民
地
の
地
位
に
あ
っ
た
両
地
域

で
は
非
植
民
地
化
の
際
、
ウ
テ
ィ
・
ポ
ッ
シ
デ
テ
ィ
ス
原
則
（uti possidetis juris

）
を
採
用
し
、
非
植
民
地
化
時
点
に
お
け
る
行
政
的

境
界
線
を
新
独
立
国
の
国
境
線
と
し
て
転
用
し
た
。
ウ
テ
ィ
・
ポ
ッ
シ
デ
テ
ィ
ス
原
則
お
よ
び
独
立
時
点
で
の
国
境
線
尊
重
原
則
に
つ
い

て
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
間
に
は
合
意
が
あ
る（

４
）。

ウ
テ
ィ
・
ポ
ッ
シ
デ
テ
ィ
ス
原
則
の
適
用
は
、
地
域
の
平
和
と
安
全
へ
の
脅
威
の
最
小
化
を
最
優
先
し
て
採
ら
れ
た
方
法
で
あ
っ
た（

５
）。

そ
も
そ
も
植
民
地
境
界
線
画
定
当
時
、
将
来
、
そ
れ
が
国
際
的
境
界
と
し
て
転
用
さ
れ
る
こ
と
は
全
く
画
定
当
事
者
の
念
頭
に
は
な
か
っ



論　　　　　説

阪経法論 83（’20. 11）　4

た（
６
）。

植
民
地
支
配
国
が
線
引
き
し
た
境
界
は
当
初
か
ら
問
題
を
抱
え
て
い
た
。

領
土
・
国
境
紛
争
事
件
に
関
す
る
裁
判
で
は
植
民
地
時
代
の
境
界
画
定
文
書
を
優
先
し
て
境
界
を
画
定
し
て
き
た
。「
現
実
に
存
在
し
か

つ
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し
て
き
た
事
態
は
可
能
な
限
り
変
更
し
な
い
こ
と
が
確
立
し
た
国
際
法
の
原
則
」（
一
九
〇
九
年
グ
リ
ス
バ
ダ
ル

ナ
事
件
仲
裁
裁
定（

７
））

で
あ
り
、「
国
境
は
一
度
、
当
事
国
間
合
意
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
と
、
安
定
性
と
最
終
性
を
有
す
る
」（
一
九
六
二
年

プ
レ
ア
・
ビ
ヘ
ア
寺
院
事
件
判
決
）
と
さ
れ
る（

８
）。

植
民
地
支
配
国
が
画
定
し
た
境
界
線
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
が
あ
り
、
不
合
理
か
つ
恣

意
的
で
あ
る
が
、
判
決
は
植
民
地
時
代
か
ら
継
承
し
た
境
界
線
の
不
可
侵
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

問
題
点
と
し
て
第
一
に
、
行
政
的
境
界
線
は
植
民
地
支
配
国
が
不
明
確
な
地
図
上
に
現
地
住
民
の
民
族
的
特
徴
、
分
布
、
民
族
の
生
活

基
盤
、
地
理
的
状
況
等
の
要
因
を
を
無
視
し
て
恣
意
的
に
線
引
き
し
た
も
の
で
あ
る（

９
）。

植
民
地
時
代
の
行
政
的
境
界
線
の
四
四
％
は
子
午

線
ま
た
は
緯
線
に
沿
っ
て
、
ま
た
他
の
三
〇
％
は
直
線
ま
た
は
曲
線
を
描
い
て
画
定
さ
れ
た
。
一
九
八
四–

八
五
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

ア
フ
リ
カ
で
の
植
民
地
境
界
線
は
一
七
七
カ
所
で
文
化
的
ま
た
は
民
族
的
集
団
を
分
断
し
て
い
る）

10
（

。
ま
た
同
一
民
族
の
居
住
領
域
を
分
断

し
、
ま
た
居
住
領
域
と
生
活
の
糧
で
あ
る
牧
草
地
、
耕
作
地
、
水
源
等
を
分
断
す
る
こ
と
も
あ
る）

11
（

。

第
二
に
、
植
民
地
支
配
国
間
で
の
合
意
文
書
お
よ
び
植
民
地
行
政
的
境
界
線
の
地
図
又
は
正
確
な
測
量
及
び
現
地
調
査
に
基
づ
く
も
の

で
は
な
い
た
め
、
境
界
は
多
く
が
不
明
確
か
つ
不
正
確
で
あ
り）

12
（

、
そ
の
正
確
性
と
信
頼
性
は
疑
問
視
さ
れ
る）

13
（

。
裁
判
に
お
い
て
国
境
画
定

の
法
的
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
文
書
お
よ
び
地
図
は
、
も
と
も
と
正
確
性
、
精
密
性
と
い
っ
た
点
で
完
璧
で
は
な
い
。
境
界
画
定
に
関

す
る
合
意
文
書
の
添
付
地
図
の
ほ
と
ん
ど
は
当
該
地
域
に
関
す
る
予
備
知
識
の
な
い
ま
ま
派
遣
さ
れ
た
植
民
地
地
図
業
者
が
、
い
さ
さ
か

の
調
査
に
基
づ
い
て
製
作
し
た
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る）

14
（

。�

境
界
画
定
条
約
は
概
し
て
境
界
の
略
図
を
線
描
き
し
た
地
図
を
添
付
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
図
は
不
明
瞭
で
不
正
確
で
あ
る
。
例

え
ば
、
地
名
、
河
川
名
は
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
同
一
名
称
が
複
数
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る）

11
（

。
河
川
の
川
筋
、
水
域
、
地
形
等
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の
状
況
は
自
然
現
象
に
よ
り
経
年
変
化
す
る
。
境
界
画
定
文
書
お
よ
び
地
図
に
記
載
さ
れ
た
名
称
は
、
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
地
図

に
記
載
さ
れ
る
地
名
、
河
川
等
の
呼
称
に
関
し
て
は
、
地
図
作
成
当
時
の
名
称
が
消
滅
ま
た
は
変
更
さ
れ
た
場
合
も
あ
る
。
戦
争
や
自
然

環
境
の
変
化
を
原
因
と
し
て
村
落
自
体
が
位
置
を
変
え
、住
民
が
定
住
地
を
移
動
す
る
こ
と
が
あ
る）

11
（

。
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
八
三
，〇
〇
〇
㎞

に
及
ぶ
陸
地
国
境
全
体
の
う
ち
、
詳
細
な
地
理
的
測
量
及
び
調
査
に
基
づ
い
た
正
確
な
物
理
的
境
界
線
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
は
三
五
％

程
度
で
あ
る）

11
（

。

第
三
に
、
行
政
的
境
界
線
画
定
当
時
、
当
事
国
間
で
文
書
に
よ
る
合
意
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
実
際
に
境
界
現
地
に
標
識
や
礎
石
の

設
置
等
に
よ
り
物
理
的
に
表
示
さ
れ
る
の
は
一
部
区
間
で
あ
り
、
境
界
地
帯
の
住
民
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
。
従
っ
て
住
民
は
境
界

の
存
在
を
認
識
せ
ず
に
境
界
を
跨
い
で
往
来
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
非
植
民
地
化
に
伴
っ
て
国
境
線
が
画
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民

は
そ
の
意
思
に
反
し
て
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
異
な
る
国
家
に
帰
属
す
る
民
族
的
少
数
者
と
な
り
、
住
民
の
生
活
基
盤
で
あ
っ
た

故
郷
は
他
国
の
主
権
の
下
に
置
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。

３　

領
域
紛
争
を
め
ぐ
る
判
決
と
そ
の
履
行

領
域
・
境
界
紛
争
に
関
し
て
は
、
た
と
え
国
際
裁
判
ま
た
は
第
三
者
に
よ
る
国
際
紛
争
解
決
手
続
き
に
よ
っ
て
法
的
な
判
断
が
示
さ
れ

た
場
合
で
も
、
長
期
に
わ
た
り
敵
対
し
て
き
た
当
事
国
間
で
紛
争
が
直
ち
に
解
決
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
決
は

当
事
国
に
拘
束
力
が
あ
る）

18
（

が
、
判
決
言
い
渡
し
の
時
点
で
裁
判
所
は
紛
争
解
決
の
任
務
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。
当
事
国
が
判
決
義
務
を

履
行
し
な
い
場
合
、
国
連
憲
章
九
四
条
二
項
に
も
と
づ
く
安
保
理
決
議
に
よ
り
履
行
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
制
度
の
効
果
は

実
行
に
お
い
て
は
限
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
国
境
画
定
に
よ
り
領
域
に
付
随
す
る
住
民
、
資
源
、
歴
史
的
文
化
的
宗
教
的
遺
産
等
を
喪
失

す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
決
定
は
紛
争
当
事
国
お
よ
び
同
国
民
に
は
受
け
入
れ
難
く
、
実
施
さ
れ
る
ま
で
に
は
波
乱
や
苦
難
に
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満
ち
た
長
期
過
程
が
あ
る
。

長
期
に
わ
た
り
敵
対
し
て
き
た
国
家
間
紛
争
は
、
た
と
え
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
て
判
決
の
形
で
司
法
的
解
決
に
至
っ
た
場
合

で
も
、
直
ち
に
当
事
国
が
判
決
に
従
っ
た
実
行
を
期
待
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
、
米
国
と
メ
キ
シ
コ
と
の
国
境
と
さ
れ
た
リ
オ
・

グ
ラ
ン
デ
川
河
岸
の
二
．四
㎢
の
土
地
の
帰
属
を
巡
っ
て
争
わ
れ
た
エ
ル
・
チ
ャ
ミ
ザ
ル
紛
争
に
関
し
、
一
九
一
一
年
に
国
際
国
境
委
員
会

が
仲
裁
裁
定）

11
（

を
示
し
た
が
、
同
裁
定
の
履
行
に
つ
い
て
当
事
国
が
合
意
し
た
の
は
一
九
六
四
年
で
あ
っ
た）

20
（

。
ま
た
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
タ
イ

と
の
間
で
領
有
権
を
巡
っ
て
争
わ
れ
た
プ
レ
ア
・
ビ
ヘ
ア
寺
院
事
件
に
関
し
、
一
九
六
二
年
に
同
寺
院
の
帰
属
を
判
断
し
同
寺
院
か
ら
の

軍
隊
撤
退
を
命
令
し
た
が
、
軍
隊
の
撤
退
命
令
の
履
行
は
二
〇
一
二
年
七
月
で
あ
っ
た
。
な
お
、
寺
院
周
辺
の
土
地
の
帰
属
に
関
す
る
判

断
が
二
〇
一
三
年
一
一
月
に
示
さ
れ
た
が
、
一
九
六
二
年
判
決
以
降
も
当
事
国
間
の
武
力
衝
突
が
繰
り
返
さ
れ
、
寺
院
周
辺
の
国
境
線
に

つ
い
て
は
法
的
に
は
決
着
し
て
い
な
い
。

判
決
履
行
過
程
に
つ
い
て
も
円
滑
な
進
行
は
容
易
で
は
な
い
。
領
土
国
境
紛
争
の
場
合
、
境
界
画
定
条
約
、
言
い
換
え
れ
ば
法
的
権
原

に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
た
境
界
と
、
植
民
地
時
代
に
お
け
る
管
轄
権
行
使
又
は
独
立
後
の
国
家
の
行
為
の
領
域
的
範
囲
と
が
抵
触
す
る
こ

と
に
よ
り
、
関
係
住
民
が
そ
の
意
思
又
は
帰
属
意
識
と
相
入
れ
な
い
領
域
国
の
領
域
主
権
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
紛
争
解
決
機

関
に
よ
る
国
境
画
定
に
よ
り
、
国
境
地
域
に
居
住
す
る
人
民
は
長
い
歴
史
を
通
じ
て
育
ま
れ
た
集
団
及
び
そ
の
生
活
環
境
が
分
断
さ
れ
、

多
数
の
人
民
の
権
利
及
び
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
う
問
題
、
領
域
国
の
政
策
又
は
国
内
法
制
度
に
よ
っ
て
は
、
国
境
画
定
に
よ
っ
て
外

国
人
又
は
少
数
者
と
な
っ
た
集
団
に
つ
い
て
は
、
差
別
待
遇
お
よ
び
不
利
益
を
被
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

領
域
紛
争
の
司
法
的
解
決
を
付
託
さ
れ
た
紛
争
解
決
機
関
は
基
本
的
に
は
係
争
領
域
に
関
し
て
既
に
合
意
さ
れ
た
境
界
画
定
に
関
す
る

文
書
の
解
釈
に
基
づ
い
て
国
境
線
を
画
定
（delim

itation

）
し
て
き
た
が
、
こ
の
境
界
は
判
決
ま
た
は
決
定
文
書
の
形
で
表
記
さ
れ
る
。

判
決
を
履
行
す
る
た
め
に
は
、
領
域
主
権
が
否
定
さ
れ
た
紛
争
当
事
国
の
機
関
お
よ
び
人
員
の
撤
退
、
権
限
移
行
、
現
地
で
物
理
的
境
界
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を
設
定
（dem

arcation

）
す
る
ま
で
の
作
業
を
完
了
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
履
行
過
程
の
実
施
は
容
易
で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
当
事
国
お
よ
び
関
係
住
民
が
判
決
の
受
入
れ
を
拒
否
し
、
物
理
的
境
界
画
定
の
作
業
に
着
手
で
き
な
い
と
い
う
問
題）

21
（

、
判
決
文
が

示
す
境
界
の
座
標
ポ
イ
ン
ト
に
関
す
る
地
名
や
地
理
的
状
況
が
長
年
を
経
て
変
化
し
、
現
地
で
座
標
ポ
イ
ン
ト
の
正
確
な
位
置
を
確
認
す

る
こ
と
が
困
難
と
な
る
と
い
う
問
題
等
が
あ
る）

22
（

。

本
稿
で
素
材
と
す
る
カ
メ
ル
ー
ン
＝
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
間
の
領
土
・
海
洋
境
界
画
定
事
件
に
関
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
判
決
（
二
〇
〇
二

年
一
〇
月
一
〇
日
）
は
、
境
界
画
定
紛
争
と
し
て
は
二
，一
〇
〇
㎞
に
及
ぶ
最
長
距
離
の
境
界
を
処
理
す
る
事
例
と
な
っ
た）

23
（

。
同
判
決
は
、

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア=

カ
メ
ル
ー
ン
間
の
陸
地
・
海
洋
境
界
を
画
定
し
、
か
つ
相
手
国
に
帰
属
す
る
と
し
た
係
争
領
域
か
ら
軍
、
警
察
お
よ
び

行
政
機
関
の
無
条
件
か
つ
即
時
撤
退
お
よ
び
権
限
移
譲
を
命
令
し
た）

24
（

。
判
決
に
お
い
て
国
境
線
は
文
言
お
よ
び
地
図
座
標
に
よ
り
表
記
さ

れ
た
だ
け
で
あ
り
、判
決
履
行
の
た
め
に
は
現
地
の
地
形
や
地
理
に
即
し
て
具
体
的
詳
細
な
境
界
地
点
に
つ
い
て
の
当
事
国
に
よ
る
合
意
、

当
該
座
標
点
を
実
際
の
国
境
地
帯
現
場
で
確
認
す
る
た
め
の
測
定
調
査
、
そ
し
て
国
境
現
地
に
お
け
る
標
石
や
標
柱
に
よ
る
物
理
的
表
示

が
必
要
で
あ
る
。

判
決
に
従
っ
た
国
境
画
定
に
よ
り
国
境
地
帯
の
住
民
は
重
大
な
影
響
を
受
け
、当
該
人
民
の
人
権
侵
害
の
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
そ
れ
ま
で
統
治
し
た
領
域
お
よ
び
自
国
民
と
み
な
し
て
き
た
領
域
住
民
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
、
国
内
で
は
判
決
へ

の
大
き
な
反
発
が
生
じ
た
。
関
係
領
域
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
住
民
は
そ
の
意
思
に
反
し
て
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
異
な
る
国
家
に

帰
属
す
る
民
族
的
少
数
者
と
な
り
、
住
民
の
生
活
基
盤
は
カ
メ
ル
ー
ン
の
主
権
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
カ
メ
ル
ー
ン
に
よ
る
ナ

イ
ジ
ェ
リ
ア
人
住
民
に
対
す
る
人
権
抑
圧
が
危
惧
さ
れ
た
。
領
域
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
た
め
に
は
境
界
画
定
に
伴
っ
て
生
ず
る
関
係
住

民
の
人
権
侵
害
や
経
済
的
損
失
等
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
一
連
の
判
決
履
行
お
よ
び
国
際
紛
争
解
決
の
過
程

で
は
国
際
機
構
お
よ
び
諸
国
家
が
支
援
し
た
。
以
下
、
ま
ず
本
件
判
決
内
容
を
概
観
し
、
判
決
履
行
過
程
に
お
け
る
当
事
国
お
よ
び
関
係
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機
関
の
行
為
、
履
行
に
あ
た
っ
て
障
害
と
な
っ
た
具
体
的
問
題
を
探
り
、
紛
争
解
決
を
も
た
ら
し
た
要
因
を
検
証
し
、
残
さ
れ
た
問
題
点

を
確
認
し
た
い
。

二　

カ
メ
ル
ー
ン
＝
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
間
の
領
土
・
海
洋
境
界
画
定
事
件�

（
本
案
判
決
）

１　

経
緯

一
九
一
九
年
、
英
仏
宣
言
に
よ
り
ド
イ
ツ
領
カ
メ
ル
ー
ン
（
ド
イ
ツ
保
護
領
カ
メ
ル
ー
ン
）
は
英
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
に
分
割
さ
れ
て
国

際
連
盟
委
任
統
治
制
度
に
よ
り
、
そ
の
後
国
連
発
足
後
は
信
託
統
治
制
度
に
よ
り
統
治
さ
れ
た
。
委
任
統
治
お
よ
び
信
託
統
治
時
代
を
通

じ
、
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
と
仏
領
カ
メ
ル
ー
ン
と
は
異
な
る
植
民
地
行
政
単
位
と
さ
れ
た）

21
（

。
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
は
、
南
部
と
北
部
と
に
分
割

さ
れ
、
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
南
部
は
英
領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
（
英
領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
植
民
地
）
南
部
に
、
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
北
部
は
英
領
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
北
部
に
そ
れ
ぞ
れ
編
入
さ
れ
、
南
部
そ
し
て
北
部
の
行
政
単
位
は
各
々
一
体
と
し
て
統
治
さ
れ
た）

21
（

。
バ
カ
シ
半
島
は
英
領
カ
メ

ル
ー
ン
南
部
に
属
し
た
。
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
南
部
に
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
か
ら
多
く
の
人
が
移
住
し）

21
（

、
住
民
は
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
南
部
と
英

領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
と
の
行
政
的
境
界
線
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
受
け
ず
、
境
界
線
を
自
由
に
超
え
て
社
会
的
経
済
的
活
動
を
行
っ
た）

28
（

。

一
九
六
一
年
ま
で
、
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
住
民
は
完
全
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
（
植
民
地
自
治
政
府
）
議
会
に
参
加
し
て
き
た）

21
（

。

国
連
信
託
統
治
理
事
会
視
察
団
は
非
植
民
地
化
プ
ロ
セ
ス
で
の
住
民
投
票
に
関
し
、
南
北
で
の
分
割
実
施
を
勧
告
し
た）

30
（

。
住
民
投
票
に

先
立
ち
、
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
住
民
は
独
立
ま
た
は
独
立
が
か
な
わ
な
い
場
合
で
も
、
よ
り
良
い
統
合
条
件
に
つ
い
て
交
渉
す
る
間
、
暫
定

的
な
独
立
を
認
め
る
よ
う
請
願
し
た
が
拒
否
さ
れ
た
。
勧
告
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
た
住
民
投
票
に
は
独
立
の
選
択
肢
は
な
か
っ
た）

31
（

。
住
民

投
票
に
よ
り
、
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
北
部
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
へ
の
編
入
を
選
択
し
（
一
九
五
九
年
）、
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
南
部
は
カ
メ
ル
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ー
ン
共
和
国
へ
の
編
入
を
選
択
し
た
（
一
九
六
一
年）

32
（

）。

カ
メ
ル
ー
ン
共
和
国
と
合
併
後
、
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
南
部
は
、
南
西
州
と
北
西
州
の
二
州
と
し
て
連
邦
制
国
家
カ
メ
ル
ー
ン
の
構
成
単

位
（
総
数
一
〇
州
）
と
さ
れ
た
。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
は
カ
メ
ル
ー
ン
人
口
の
約
二
〇–

三
〇
％
を
占
め
る）

33
（

。
統
合
当
初
の
カ
メ
ル
ー
ン
共

和
国
憲
法
は
二
言
語
主
義
と
文
化
的
多
様
性
を
保
証
し）

34
（

、
憲
法
上
は
フ
ラ
ン
ス
語
圏
地
域
と
の
共
存
、
平
等
が
謳
わ
れ
た
。
一
九
七
二
年

五
月
、
カ
メ
ル
ー
ン
の
ア
ヒ
ー
ジ
ョ
大
統
領
が
国
民
投
票
に
よ
り
連
邦
制
を
廃
止）

31
（

す
る
と
、
カ
メ
ル
ー
ン
政
府
に
よ
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人

へ
の
人
権
抑
圧）

31
（

は
激
化
し
た
。
同
国
内
で
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
の
社
会
的
、
経
済
的
環
境
の
激
変
等
か
ら
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
居
住
地
域

で
は
分
離
活
動
が
活
発
化
し
た）

31
（

。

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
と
カ
メ
ル
ー
ン
の
間
で
は
、総
延
長
約
一
，七
〇
〇
㎞
に
わ
た
る
陸
地
国
境
線
を
巡
り
軍
事
衝
突
が
散
発
し
た
。
カ
メ
ル

ー
ン
は
一
九
九
四
年
、
両
国
間
の
領
土
・
海
洋
境
界
の
画
定
を
求
め
て
国
際
司
法
裁
判
所
に
提
訴
し
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
一
〇
日
、
同

裁
判
所
は
判
決
を
下
し
た）

38
（

。
二
〇
一
三
年
八
月
一
五
日
、
一
〇
年
有
余
の
歳
月
を
要
し
た
が
、
判
決
に
従
っ
た
紛
争
の
最
終
的
解
決
に
至

っ
た
。
国
連
安
全
保
障
理
事
会
は
同
日
、
両
当
事
国
は
国
際
司
法
裁
判
所
判
決
を
尊
重
し
て
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
し
た
と
発
表
し）

31
（

、
潘

基
文
国
連
事
務
総
長
は
「
国
際
法
と
隣
国
と
の
友
好
協
力
を
通
じ
て
国
境
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
実
現
し
た
モ
デ
ル
で
あ
り
、
ま
た
紛
争

解
決
に
向
け
た
国
際
交
渉
の
モ
デ
ル
と
な
る
」
と
評
価
し
た）

40
（

。

２　

判
決

判
決
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
＝
カ
メ
ル
ー
ン
間
の
境
界
に
つ
い
て
、
チ
ャ
ド
湖
周
辺
地
域
、
チ
ャ
ド
湖
か
ら
大
西
洋
岸
ま
で
、
そ
し
て
バ
カ

シ
半
島
の
三
部
分
に
分
け
て
陸
地
境
界
を
、お
よ
び
第
三
国
（
赤
道
ギ
ニ
ア
）
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
範
囲
ま
で
の
海
洋
境
界
を
画
定
し
、

相
手
国
に
帰
属
す
る
と
さ
れ
た
地
域
か
ら
軍
、
警
察
お
よ
び
行
政
機
関
の
無
条
件
か
つ
即
時
撤
退
を
命
令
し
た）

41
（

。
両
当
事
国
が
植
民
地
と
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さ
れ
た
当
初
は
英
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
間
、
委
任
統
治
お
よ
び
信
託
統
治
時
代
に
は
英
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
で
境
界
線
を
画
定
す
る
合
意

が
結
ば
れ
た
。
判
決
は
植
民
地
時
代
に
合
意
さ
れ
た
植
民
地
境
界
線
画
定
文
書
を
優
先
し
て
国
境
を
画
定
し
た
。
植
民
地
境
界
線
を
独
立

後
に
国
境
線
に
転
用
す
る
ウ
テ
ィ
・
ポ
ッ
シ
デ
テ
ィ
ス
原
則
に
つ
い
て
、
判
決
は
判
断
を
示
す
必
要
は
な
い
と
し
た）

42
（

が
、
カ
メ
ル
ー
ン
は

同
原
則
を
根
拠
と
し
て
主
張
し）

43
（

、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
一
九
一
三
年
英
独
条
約
の
バ
カ
シ
半
島
関
連
条
文
を
除
き
、
同
原
則
の
適
用
を
受
け

入
れ
た）

44
（

。

国
境
画
定
に
よ
り
同
族
部
族
で
構
成
さ
れ
る
村
落
が
分
断
さ
れ
、
ま
た
は
部
族
の
居
所
と
農
地
や
牧
草
地
等
と
が
分
断
さ
れ
る
こ
と
が

明
ら
か
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
植
民
地
時
代
に
合
意
さ
れ
た
境
界
画
定
文
書
を
優
先
し
て
国
境
を
画
定
し
、
境
界
画
定
に
よ
り
生
ず
る
問

題
に
つ
い
て
は
当
事
国
間
で
解
決
す
る
よ
う
示
し
た
。

（
１
）
チ
ャ
ド
湖
地
域

同
地
域
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
急
速
に
砂
漠
化
が
進
み
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
共
和
国
は
、
一
九
七
五
年
か
ら
一
九
八
八
年
、
湖

面
の
縮
小
に
よ
っ
て
出
現
し
た
土
地
に
移
住
計
画
を
進
め
た）

41
（

。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
チ
ャ
ド
湖
地
域
の
三
三
村
落
を
開
拓
村（settlem

ents

）

と
み
な
し
て
統
治
し）

41
（

、
同
住
民
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
へ
の
帰
属
意
識
を
有
し
た）

41
（

。

チ
ャ
ド
湖
岸
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
英
仏
両
国
がM

ilner-Sim
on

宣
言
（
一
九
一
九
年
）
に
お
い
て
植
民
地
行
政
的
境
界
線
を
定
め
、

国
際
連
盟
か
ら
英
国
へ
の
委
任
状
（
一
九
二
二
年
）
に
お
い
て
同
境
界
線
を
確
認
し
た
。
チ
ャ
ド
湖
水
域
お
よ
び
チ
ャ
ド
湖
岸
の
境
界
に

つ
い
て
は
一
九
六
四
年
、
チ
ャ
ド
湖
周
辺
地
域
の
新
独
立
国
（
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
チ
ャ
ド
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
）
が
チ
ャ
ド
湖

境
界
委
員
会
（LC

B
C

）
を
設
置
し
、LC

B
C

は
一
九
八
四
年
、
植
民
地
時
代
に
英
独
仏
の
各
国
が
合
意
し
た
境
界
画
定
文
書
を
基
礎
的

文
書
と
し
て
受
け
入
れ
、
一
九
八
八
年
、
そ
れ
ら
の
座
標
ポ
イ
ン
ト
を
承
認
し
、
一
九
九
〇
年
二
月
、
チ
ャ
ド
湖
三
国
境
界
点
（tripoint

）
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か
ら
エ
ベ
ジ
川
河
口
で
の
主
要
標
識
設
置
を
含
め
、
法
的
境
界
画
定
お
よ
び
物
理
的
画
定
作
業
を
完
了
し
た）

48
（

。

裁
判
に
お
い
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
歴
史
的
凝
固）

41
（

、
実
効
的
支
配）

10
（

お
よ
び
カ
メ
ル
ー
ン
に
よ
る
黙
認
を
根
拠
と
し
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
が

居
住
す
る
三
三
村
落
が
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
帰
属
す
る
と
主
張
し
た）

11
（

が
、
主
張
は
一
村
落
を
除
き
退
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
チ
ャ
ド
湖
地

域
に
関
し
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
が
領
域
主
権
を
主
張
し
た
三
三
村
落
の
う
ちD

am
bore

を
除
く
三
二
村
落
、
面
積
八
八
八
㎢
が
カ
メ
ル
ー

ン
帰
属
と
さ
れ
た）

12
（

。

（
２
）
チ
ャ
ド
湖
か
ら
大
西
洋
岸
ま
で

（
ⅰ
）
概
要

植
民
地
化
以
前
、
現
境
界
地
域
に
つ
い
て
は
現
在
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
お
よ
び
カ
メ
ル
ー
ン
双
方
と
も
に
、
小
規
模
集
団
が
多
数
分
散
し
、

集
団
相
互
間
の
政
治
的
統
合
は
未
成
立
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た）

13
（

。
一
八
八
五
年
、
英
独
間
で
ヨ
ラ
（Y

ola

境
界
線
北
東
部
）
か
ら
ギ
ニ
ア

湾
岸
（
リ
オ
・
デ
ル
・
レ
イ�Rio�del�Ray

/
Rio�del�Rey

）
ま
で
、
一
八
八
六
年
、
ク
ロ
ス
（Cross

）
川
河
口
（
ギ
ニ
ア
湾
岸
）
か
ら

ヨ
ラ
ま
で
、
一
八
九
〇
年
、
ベ
ヌ
エ
川
と
チ
ャ
ド
湖
の
間
、
そ
し
て
一
八
九
三
年
、
チ
ャ
ド
湖
か
ら
ヨ
ラ
ま
で
の
植
民
地
境
界
線
が
暫
定

的
に
画
定
さ
れ
た）

14
（

。
一
八
九
五
年
、
英
独
両
国
は
合
同
調
査
団
に
よ
る
現
地
調
査
を
実
施
し
た
が
、
現
地
の
部
族
集
団
の
生
活
基
盤
を
基

礎
に
し
た
境
界
線
は
不
可
能
と
判
断
し
、
直
線
的
に
植
民
地
境
界
線
を
引
い
た）

11
（

。

一
九
一
三
年
三
月
一
一
日
お
よ
び
四
月
一
二
日
、英
独
両
国
は
現
地
調
査
を
経
て
ヨ
ラ
か
ら
海
（
ク
ロ
ス
川
河
口
）
ま
で
一
，一
〇
〇
㎞

に
及
ぶ
植
民
地
境
界
線
画
定
文
書
に
合
意
し
た
。
三
月
一
一
日
条
約
は
境
界
線
を
文
言
お
よ
び
地
図
に
よ
り
規
定
し
、
四
月
一
二
日
条
約

は
現
地
で
の
物
理
的
境
界
線
の
位
置
を
規
定
し
た
も
の
で
、
八
面
の
地
図
が
添
付
さ
れ
た）

11
（

。
た
だ
し
僅
か
な
部
分
を
除
き
詳
細
な
現
地
調

査
や
測
量
は
実
施
さ
れ
ず
、
添
付
地
図
は
不
明
瞭
か
つ
曖
昧
で
あ
る）

11
（

。
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一
九
一
九
年
、
英
仏
両
国
はM

ilner-Sim
on�

宣
言
に
お
い
て
現
地
で
の
技
術
的
作
業
完
了
ま
で
の
暫
定
的
境
界
線
を
規
定
し）

18
（

、

一
九
二
八

−

一
九
三
〇
年
、T

hom
son-M

archand�

宣
言
に
お
い
て
海
か
ら
チ
ャ
ド
湖
ま
で
の
一
，六
〇
〇
㎞
に
つ
い
て
、
現
地
調
査
に
関

す
る
詳
細
報
告
に
沿
っ
てM

ilner-Sim
on�

宣
言
の
暫
定
的
境
界
線
を
調
整
し
て
再
定
義
し
、
一
九
三
一
年
、Henderson-Fleuriau

交
換

公
文
と
し
て
批
准
し
、詳
細
な
地
図
を
作
成
し
た）

11
（

。
旧
ド
イ
ツ
領
カ
メ
ル
ー
ン
の
五
分
の
一
が
英
領
、残
り
が
仏
領
と
な
っ
た
。
一
九
三
七

−

一
九
四
〇
年
、Gem

ana-O
bokum

間
、
大
西
洋
岸
か
ら
陸
地
部
分
の
二
一
六
㎞
に
至
る
区
間
に
、
現
地
の
自
然
的
地
理
的
状
況
に
沿
っ

て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
標
柱
お
よ
び
石
塚
に
よ
り
物
理
的
境
界
が
設
置
さ
れ
た）

10
（

。

第
二
次
大
戦
後
、
英
国
は
英
領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
と
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
と
の
行
政
的
境
界
線
を
再
編
し
、
そ
の
一
部
に
は
物
理
的
境
界
線

を
設
置
し
た
。
一
九
四
六
年
、
英
国
は
枢
密
院
令
（British�O

rder-in-Council

）
に
よ
り
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
保
護
国
と
英
領
カ
メ
ル
ー
ン

と
の
境
界
を
定
義
し
た
。
一
九
五
四
年
、
英
領
の
南
部
カ
メ
ル
ー
ン
と
北
部
カ
メ
ル
ー
ン
行
政
的
境
界
線
を
画
定
し
、
同
境
界
線
に
つ
い

て
は
国
連
信
託
統
治
理
事
会
も
確
認
し
た）

11
（

。
英
領
植
民
地
内
部
の
こ
れ
ら
の
行
政
的
境
界
線
は
非
植
民
地
化
以
後
、
こ
の
行
政
的
境
界
線

が
国
境
線
と
し
て
転
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
植
民
地
時
代
に
設
置
さ
れ
た
物
理
的
境
界
は
三
〇
〇
㎞
余
り
で
あ
る
。

境
界
地
帯
住
民
に
関
す
る
第
一
次
大
戦
前
の
状
況
と
し
て
、
英
独
条
約
に
よ
り
行
政
的
境
界
線
が
画
定
さ
れ
て
も
、
国
境
地
帯
住
民
に

は
自
民
族
の
土
地
と
同
朋
が
国
境
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
、
外
国
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
は
周
知
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
境
界
画
定
に
よ

り
異
な
る
国
家
と
な
っ
た
と
の
認
識
は
な
か
っ
た）

12
（

。
し
か
し
そ
の
後
の
委
任
統
治
時
代
、
英
領
お
よ
び
仏
領
カ
メ
ル
ー
ン
の
境
界
線
画
定

に
よ
り
境
界
地
帯
住
民
は
そ
の
日
常
生
活
に
不
利
益
を
被
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る）

13
（

。
他
方
、
英
領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
お

よ
び
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
と
の
行
政
的
境
界
線
に
関
す
る
限
り
、
境
界
地
帯
の
住
民
は
境
界
線
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
受
け
ず
、
境
界
線
を
自

由
に
超
え
て
社
会
的
経
済
的
に
活
動
し
て
い
た）

14
（

。
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（
ⅱ
）
境
界

カ
メ
ル
ー
ン
人
が
居
住
す
るT

uru

（
第
四
地
点
）
及
び
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
が
居
住
す
るK

otcha�

（K
oja

、
第
六
地
点
）
は
、
国
境
線

に
よ
る
村
落
の
分
断
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
裁
判
所
は
境
界
画
定
文
書
に
で
き
る
だ
け
厳
格
に
従
っ
て
境
界
線
を
引
い
た
。

一
九
一
三
年
三
月
一
一
日
お
よ
び
同
年
四
月
一
二
日
英
独
条
約
、
一
九
一
九
年M

ilner-Sim
on�

宣
言
、
一
九
二
九-

一
九
三
〇
年

T
hom

son-M
archand

宣
言
、
一
九
三
一
年�H

enderson-Fleuriau

交
換
公
文
、
一
九
四
六
年
英
国
枢
密
院
令
が
同
区
間
の
境
界
画
定

文
書
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
は
当
事
国
は
認
め
て
い
た）

11
（

。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
こ
れ
ら
の
境
界
画
定
文
書
の
規
定
の
う
ち
二
二
地
点
、
合

計
八
七
．五
㎞
の
区
間
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
三
地
点
は
境
界
画
定
文
書
の
規
定
自
体
に
欠
陥
が
あ
り
（A

reas�of�

D
efective�D

elim
itation

）、九
地
点
は
境
界
画
定
文
書
規
定
の
適
正
な
適
用
に
つ
い
て
カ
メ
ル
ー
ン
の
主
張
に
は
「
明
ら
か
な
矛
盾
」
が

あ
る
と
主
張
し
た）

11
（

。
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
境
界
画
定
文
書
の
該
当
規
定
の
う
ち
、
当
事
国
間
に
解
釈
ま
た
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
が
あ
る

と
す
る
一
七
地
点
に
つ
い
て
精
査
し
、
そ
の
う
ち
以
下
の
地
点
に
つ
い
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
主
張
を
認
め
た）

11
（

。

T
uru

に
つ
い
て
、T

hom
son-M

archand�
宣
言
に
よ
れ
ばT

uru

全
域
は
カ
メ
ル
ー
ン
領
土
内
に
含
ま
れ
る）

18
（

。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
同

国
作
成
の
地
図
で
はT
uru

が
実
際
に
は
分
水
嶺
を
超
え
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
領
域
に
も
拡
張
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
カ
メ
ル
ー
ン
は
双

方
が
作
成
し
た
地
図
に
は
分
水
嶺
の
位
置
に
誤
差
が
あ
る
が
、T

uru

付
近
の
境
界
は
同
文
書
に
従
っ
て
分
水
嶺
か
ら
外
れ
る
よ
う
に
画

定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
判
決
は
「
裁
判
所
は
境
界
画
定
文
書
の
規
定
を
解
釈
し
う
る
が
、（T

hom
son-M

archand�

宣
言
が
画

定
す
る
）
境
界
線
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」）

11
（

と
明
示
し
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
が
提
出
し
た
地
図
を
よ
り
信
頼
性
あ
り

と
し
て
証
拠
採
用
し
、
分
水
嶺
に
沿
っ
て
境
界
を
画
定
し
た
。

Sapeo

（
第
一
〇
地
点
）
地
域
に
つ
い
て
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
た
。T

hom
son-M

archand

宣
言
に
お
け
る
境

界
規
定
か
ら
す
れ
ばSapeo

は
カ
メ
ル
ー
ン
側
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
長
き
に
わ
た
っ
て
確
立
さ
れ
た
当
該
地
方
の
慣
行
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Map�No.1,�Source:�Land�and�Maritime�Boundury�hetween�Cameroon�and�
Nigeria�（Cameroon�v.�Nigeria:�Equatorial�Guineu�intervening),�10�

October�2002，�Judgment,�I.�C.�J.�Reports�2002，p.311.�
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に
一
致
し
な
い
。
同
宣
言
添
付
地
図
（M

ap�

18
）
はSapeo

を
英
領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
位
置
付
け
て
お
り
、一
九
二
〇
年
代
初
期
か
ら
の

実
行
はSapeo

が
常
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
当
局
に
従
属
す
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
。Sapeo

村
の
課
税
人
口
は
四
三
五
人
で
あ

り
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
選
挙
人
登
録
カ
ー
ド
お
よ
び
地
方
税
領
収
書
が
証
拠
と
な
る）

10
（

。

判
決
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
主
張
を
認
め
た
。
領
域
権
原
の
根
拠
と
な
るT

hom
son-M

archand

宣
言
で
は
記
載
が
無
く
、そ
の
帰
属
が

不
明
確
で
あ
る
が
、
同
文
書
作
成
時
の
議
事
録）

11
（

（
一
九
三
〇
年
）
に
お
い
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
帰
属
す
る
よ
う
修
正
す
る
旨
記
録
さ
れ
、

同
趣
旨
は
地
図
（
一
九
三
一
年
）
そ
の
他
の
関
連
文
書
に
も
記
載
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
住
民
投
票
（
一
九
六
一
年
）、カ
メ
ル
ー
ン
に
よ
る

抗
議
の
欠
如
等
を
含
む
関
係
国
の
七
五
年
間
の
実
行
に
基
づ
き
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
へ
の
帰
属
を
判
断
し
た）

12
（

。

H
am

bere

連
山
か
らM

buri
川
（
第
一
五
地
点
付
近
）
区
域
に
関
し
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
枢
密
院
令
に
お
い
て
国
境
線
画
定
の
目
印

と
な
るK

om
bon

山
の
位
置
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
製
作
の
地
図
で
は
実
際
の
地
点
か
ら
一
八
㎞
ず
れ
て
お
り
、
カ
メ
ル
ー
ン
の
公
式
地
図
に

も
誤
り
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
判
決
は
起
草
者
の
意
図
を
考
慮
し
、K

om
bon

山
をT

am
nyar�Peak

と
読
み
替
え
た
。

他
方
、
カ
メ
ル
ー
ン
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
地
点
の
一
つ
、K

otcha

に
関
し
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
自
国
民
に
よ
る
長
期
間
の
居
住
等
を

根
拠
と
し
て
自
国
へ
の
帰
属
を
主
張
し
た）

13
（

。
判
決
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
主
張
を
退
け
、
カ
メ
ル
ー
ン
に
帰
属
す
る
と
判
断
し
た
。K

otcha

の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
村
落
は
境
界
線
の
カ
メ
ル
ー
ン
側
に
広
が
っ
て
い
る
。
裁
判
所
は
境
界
線
の
一
方
に
位
置
す
る
村
の
範
囲
が
い
か
に

境
界
を
越
え
て
い
よ
う
と
、（
国
家
間
合
意
に
よ
り
）
決
定
さ
れ
た
境
界
を
修
正
す
る
権
限
は
な
い）

14
（

と
し
た
。

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
領
域
主
権
が
認
め
ら
れ
た
の
はN

dabakura

、Bourha
、�W

ango

（O
uango

）、�N
yam

inyam
i�

、Sapeo

、�T
ipsan

、

Lip�and�M
berogo

、Turu

で
あ
る
。
カ
メ
ル
ー
ン
の
主
張
に
沿
う
判
断
が
示
さ
れ
た
の
はK

otcha

の）
11
（

他K
ohom

川
周
辺
、Ham

bere

山
お
よ
びSam

a

川
区
域
で
あ
り
る
。
中
間
的
か
つ
中
立
的
な
判
断
と
な
っ
た
の
はLiam

i

、）
11
（

W
am

m
i�Budungo

の
第
六
四
標
柱
周
辺
、

T
ipsan

、H
am

bere

山
及
びM

buri

川
で
あ
る
。
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以
上
の
境
界
画
定
に
よ
り
、カ
メ
ル
ー
ン
と
の
国
境
線
に
沿
っ
て
並
ぶ
ボ
ル
ノ
州
（Borno�State

）、ア
ダ
マ
ワ
州
（A

dam
aw

a�State

）

六
〇
㎢
、
タ
ラ
バ
州
（T

araba�State

）
七
五
㎢
を
含
む
九
〇
㎢
、
ベ
ヌ
エ
州
（Benue�State

）
ま
で
の
合
計
二
九
七
．九
一
㎢
が
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た）

11
（

。
な
お
、
判
決
が
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
解
釈
に
沿
っ
た
判
断
を
し
た
場
合
で
も
、
結
果
的
に
必
ず
し

も
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
有
利
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
訳
で
は
な
い
。Jim

bare

（So'o�

、第
一
〇
地
点
）、Nam

ber

川-Banglang

山
脈
（
第

一
一
地
点
）
の
区
域
に
関
し
て
、
判
決
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
主
張
を
認
め
た
が
、
画
定
さ
れ
た
国
境
線
は
カ
メ
ル
ー
ン
に
有
利
と
な
っ
た）

18
（

。

（
３
）
バ
カ
シ
半
島

（
ⅰ
）�

概
要

バ
カ
シ
半
島）

11
（

を
含
む
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
南
東
部
沿
岸
か
ら
カ
メ
ル
ー
ン
南
部
を
勢
力
圏
と
す
る
旧
カ
ラ
バ
ル
王
・
首
長
と
の
間
で
の
保
護

条
約
締
結
に
よ
り
、
一
八
八
四
年
、
英
国
は
バ
カ
シ
半
島
を
含
む
王
国
全
域
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
っ
た）

80
（

。
一
八
八
五
年
、
英
独
間
で
暫

定
的
な
植
民
地
境
界
線
を
ヨ
ラ
か
ら
リ
オ
・
デ
ル
・
レ
イ
（
バ
カ
シ
半
島
東
端
）
と
し
、
バ
カ
シ
半
島
は
英
国
領
に
含
ま
れ
た）

81
（

。

一
九
一
三
年
三
月
一
一
日
、
英
独
条
約
に
よ
り
、
バ
カ
シ
半
島
は
英
国
か
ら
ド
イ
ツ
に
移
譲
さ
れ
ド
イ
ツ
領
カ
メ
ル
ー
ン
の
一
部
と
さ

れ
た）

82
（

。
一
九
二
二
年
、旧
ド
イ
ツ
領
カ
メ
ル
ー
ン
が
委
任
統
治
制
度
の
下
に
移
行
し
た
が
、Milner-Sim

on�

宣
言
、Thom

son-M
archand�

宣
言
お
よ
び
英
仏H
enderson-Fleuriau

交
換
公
文
に
お
け
る
海
か
ら
チ
ャ
ド
湖
ま
で
の
行
政
的
境
界
線
は
踏
襲
さ
れ）

83
（

、バ
カ
シ
半
島
は

英
国
委
任
統
治
領
南
カ
メ
ル
ー
ン
の
一
部
を
構
成
し
英
領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
と
一
体
と
し
て
統
治
さ
れ
た）

84
（

。
一
九
五
四
年
、
英
領
南
部
カ
メ

ル
ー
ン
と
北
部
カ
メ
ル
ー
ン
と
の
行
政
的
境
界
線
を
画
定
し
、
同
境
界
線
に
つ
い
て
は
国
連
信
託
統
治
理
事
会
も
確
認
し
た）

81
（

。
同
半
島
に

は
一
八
世
紀
頃
か
ら
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
漁
民
が
定
住
し
始
め
、
英
国
統
治
時
代
に
移
住
が
進
ん
だ）

81
（

。

一
九
七
五
年
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
（
ゴ
ウ
ォ
ン
政
権
）=

カ
メ
ル
ー
ン
間
で
合
意
さ
れ
た
マ
ル
ア
宣
言
（M

aroua�D
eclaration

）
で
は
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Map No.2, Source: United Nations maps: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Un-bakassi.png�
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バ
カ
シ
半
島
に
お
け
る
カ
メ
ル
ー
ン
領
域
主
権
を
認
め
、
海
域
境
界
を
画
定
し
た
が
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
政
権
交
代
（
オ
バ
サ
ン
ジ
ョ
政

権
）
後
、
同
宣
言
へ
の
批
准
を
拒
否
し
た）

81
（

。
バ
カ
シ
半
島
の
領
域
主
権
を
巡
り
、
一
九
八
〇
年
代
に
大
規
模
武
力
衝
突
に
発
展
し
、
カ
メ

ル
ー
ン
政
府
に
よ
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
へ
の
人
権
侵
害
に
対
抗
す
る
た
め
と
し
て
、
バ
カ
シ
半
島
の
一
部
地
域
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
軍
が
駐

留
し
た）

88
（

。
近
年
、
バ
カ
シ
半
島
沿
岸
海
域
に
豊
富
な
石
油
天
然
ガ
ス
資
源
が
確
認
さ
れ
た）

81
（

。

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
と
っ
て
バ
カ
シ
半
島
は
経
済
的
、
地
政
学
的
、
戦
略
的
に
重
要
で
あ
り
、
同
周
辺
海
域
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
海
軍
東
部

指
令
本
部
が
管
轄
し
、
輸
出
加
工
区
（Export-Processing�Zone

）
と
し
て
の
開
発
が
進
め
ら
れ
、
船
舶
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
も
あ
る
カ

ラ
バ
ル
港
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
含
む
航
路
と
な
っ
て
い
る）

10
（

。
同
地
域
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
住
民
の
ほ
と
ん
ど
は
、
地
方
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
首
長

に
忠
誠
を
示
し
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
へ
の
帰
属
意
識
を
有
し
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
を
母
国
と
み
な
し）

11
（

、
カ
メ
ル
ー
ン
の
地
域
経
済
を
主
導
し
た）

12
（

。

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
一
九
九
九
年
憲
法
は
、
バ
カ
シ
半
島
を
地
方
政
府
と
し
て
言
及
し
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
同
住
民
を
市
民
と
み
な
し
て
い
る）

13
（

。

カ
メ
ル
ー
ン
に
と
っ
て
バ
カ
シ
半
島
を
含
む
南
西
州
は
近
年
の
石
油
生
産
と
農
工
業
開
発
に
よ
り
、
同
国
外
貨
収
入
の
四
五
％
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ

の
一
二
％
）
を
占
め
て
お
り
、
カ
メ
ル
ー
ン
経
済
に
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
地
域
と
な
っ
た）

14
（

。

（
ⅱ
）�

領
域
主
権

一
九
六
一
年
二
月
の
住
民
投
票
に
つ
い
て
、
カ
メ
ル
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
バ
カ
シ
半
島
は
英
領
南
カ
メ
ル
ー
ン
一
四
選
挙
区
のV

ictoria�

South�W
est

の
中
に
含
ま
れ
、
一
四
選
挙
区
全
体
と
し
て
カ
メ
ル
ー
ン
へ
の
統
合
が
決
定
さ
れ
た
と
す
る
が
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
バ
カ
シ

半
島
に
は
投
票
所
は
設
置
さ
れ
ず
、
同
住
民
は
住
民
投
票
に
参
加
し
て
い
な
い
と
反
論
し
た）

11
（

。

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
民
族
の
長
期
的
占
有
に
基
づ
く
歴
史
的
凝
固
、
実
効
的
支
配
、
お
よ
び
こ
れ
ら
に
対
す
る
カ
メ
ル
ー

ン
の
黙
認
、
す
な
わ
ち
抗
議
の
な
い
平
穏
な
占
有
に
よ
り
バ
カ
シ
半
島
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
領
土
の
一
部
と
な
っ
た
と
主
張
し
た）

11
（

。
ナ
イ
ジ
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ェ
リ
ア
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
二
年
ま
で
、
事
実
上
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
共
和
国
ク
ロ
ス
リ
バ
ー
州
の
州
都
カ
ラ
バ
ル
施
政
下
に
置
か
れ
、

同
州
政
府
は
バ
カ
シ
半
島
の
住
民
に
対
し
、
徴
税
、
国
勢
調
査
、
教
育
、
司
法
、
公
衆
衛
生
サ
ー
ビ
ス
等
の
権
限
を
行
使
し
、
選
挙
を
実

施
し
た）

11
（

と
す
る
。

カ
メ
ル
ー
ン
は
外
交
文
書
、
境
界
画
定
合
意
文
書
等
を
根
拠
と
し
て
バ
カ
シ
半
島
の
領
域
主
権
を
主
張
し
た）

18
（

。�

カ
メ
ル
ー
ン
に
よ
れ

ば
、
一
九
六
三
年
ま
で
に
は
同
国
が
バ
カ
シ
半
島
に
お
け
る
行
政
権
を
行
使
し
て
お
り
、
石
油
調
査
お
よ
び
採
掘
、
軍
事
活
動
、
徴
税
、

選
挙
区
組
織
化
、
地
方
行
政
官
の
任
命
、
学
校
開
設
、
農
業
訓
練
等
を
実
施
し
た）

11
（

。
発
行
さ
れ
た
地
図
五
八
面
の
す
べ
て
バ
カ
シ
半
島
が

カ
メ
ル
ー
ン
の
一
部
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、初
め
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
領
土
の
一
部
と
し
た
の
は
一
九
九
一
年
発
行
の
地
図
で
あ
っ
た）

100
（

。

裁
判
所
は
バ
カ
シ
半
島
の
カ
メ
ル
ー
ン
へ
の
帰
属
を
判
断
し
た）

101
（

。�

（
４
）
海
洋
境
界

ヤ
ウ
ン
デ
Ⅱ
宣
言
（
一
九
七
一
年
）
はA

kw
ayafe

川
河
口
閉
鎖
線
の
座
標
ポ
イ
ン
ト
一
二
か
ら
海
側
に
三
カ
イ
リ
ま
で
の
大
西
洋
に

お
け
る
海
洋
境
界
を
画
定
し
、
マ
ル
ア
宣
言
は
座
標
ポ
イ
ン
ト
一
二
か
ら
ポ
イ
ン
ト
Ｇ
ま
で
を
画
定）

102
（

し
て
お
り
、
両
国
は
こ
れ
ら
の
宣
言

に
署
名
し
、
そ
の
海
洋
境
界
は
英
国
海
図
（British�A

dm
iralty�Chart�N

o.�3433

）
に
記
載
さ
れ
た）

103
（

。
ポ
イ
ン
ト
Ｇ
以
遠
の
境
界
に
つ

い
て
は
合
意
が
無
い
が
、
一
九
九
一
年
、
各
国
が
自
由
に
資
源
開
発
す
る
こ
と
で
合
意
し
た）

104
（

。
海
洋
境
界
の
基
準
と
な
る
陸
地
支
柱
（
西

ポ
イ
ン
ト
お
よ
び
東
ポ
イ
ン
ト
）
は
一
九
九
四
年
、
英
国
海
図
改
訂
版
に
記
載
さ
れ
た）

101
（

。

裁
判
に
お
い
て
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
ヤ
ウ
ン
デ
Ⅱ
宣
言
お
よ
び
マ
ル
ア
宣
言
は
最
高
軍
事
評
議
会
に
よ
る
批
准
等
の
国
内
法
上
の
手
続

き
を
経
て
い
な
い
国
内
法
違
反
の
合
意
で
あ
り
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た）

101
（

。
カ
メ
ル
ー
ン
は
ポ
イ
ン
ト
Ｇ
か
ら
海
側
の
境
界
に
つ
い
て
、

ギ
ニ
ア
湾
の
凹
型
の
形
状
、
赤
道
ギ
ニ
ア
のBioko

島
の
存
在
、
海
岸
線
の
長
さ
の
差
を
特
別
事
情
と
し
て
考
慮
に
入
れ
、
カ
メ
ル
ー
ン
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の
海
域
面
積
を
拡
張
す
る
こ
と
を
主
張
し
た）

101
（

。
裁
判
所
は
い
ず
れ
の
主
張
も
退
け
た）

108
（

。

判
決
はA

kw
yafe

川
可
航
水
路
の
中
間
点
か
ら
ポ
イ
ン
ト
Ｇ
ま
で
は
一
九
一
三
年
英
独
協
定
お
よ
び
マ
ル
ア
宣
言
に
従
い
、
ポ
イ
ン

ト
Ｇ
か
ら
ポ
イ
ン
ト
Ｘ
ま
で
の
海
域
に
つ
い
て
は
有
効
な
国
際
文
書
に
従
い
、
か
つ
第
三
国
の
利
益
を
侵
害
し
な
い
範
囲
で
等
距
離
線
に

よ
り
画
定
し
、
ポ
イ
ン
ト
Ｘ
以
遠
に
つ
い
て
は
赤
道
ギ
ニ
ア
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
考
慮
し
、
三
国
境
界
点
は
示
す
こ
と
な
く
等

距
離
線
の
方
向
を
示
唆
す
る
に
留
め
た）

101
（

。

３　

小
括

判
決
を
総
合
的
に
見
れ
ば
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
が
多
大
な
国
益
を
損
失
し
な
が
ら
も
譲
歩
し
、
妥
協
し
う
る
道
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
陸

地
境
界
を
巡
る
約
二
〇
の
争
点
に
つ
い
て
、
個
別
に
検
討
さ
れ
、
当
事
国
に
と
っ
て
ゼ
ロ
サ
ム
と
な
ら
な
い
結
果
が
導
か
れ
た
。
チ
ャ
ド

湖
か
ら
大
西
洋
岸
ま
で
の
陸
地
境
界
に
関
し
、
第
一
地
点
か
ら
一
七
地
点
ま
で
に
つ
い
て
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
主
張
を
受
け
入
れ
、
一
定

程
度
の
領
域
が
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た）

110
（

。

海
洋
境
界
に
関
し
て
は
、
バ
カ
シ
半
島
に
接
す
る
海
域
は
カ
メ
ル
ー
ン
領
海
と
さ
れ
た
が
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
は
海
域
に
お
い
て
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
軍
艦
を
含
む
す
べ
て
の
船
舶
の
無
害
通
航
権
は
保
障
さ
れ
た
。
カ
メ
ル
ー
ン
が
主
張
す
る
要
因
は
特
別
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ

ず
、
マ
ル
ア
宣
言
に
よ
る
国
際
境
界
を
赤
道
ギ
ニ
ア
の
海
域
に
影
響
し
な
い
範
囲
で
南
方
へ
延
長
す
る
方
向
を
示
す
に
と
ど
め
た
。
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
は
同
国
経
済
に
と
っ
て
重
要
な
海
底
油
田
地
帯
で
の
権
利
を
守
り
、
資
源
権
益
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た）

111
（

。
こ
の
点
で
判
決
は
ナ

イ
ジ
ェ
リ
ア
に
譲
歩
を
受
け
入
れ
う
る
余
地
を
残
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。



領域紛争事件判決の履行に関する一考察

21　阪経法論 83（’20. 11）

Map�No.3,�Source:�Land�and�Maritime�Boundury�hetween�Cameroon�and�
Nigeria�（Cameroon�v.�Nigeria:�Equatorial�Guineu�intervening）,�10�

October�2002，�Judgment,�I.�C.�J.�Reports�2002，p.441．
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三　

判
決
履
行
過
程
―
最
終
的
解
決
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス

領
土
・
国
境
紛
争
は
判
決
に
よ
り
法
的
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
終
了
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
判
決
は
文
言
お
よ
び
地
図
座
標
に

よ
り
国
境
線
を
画
定
（delim

itation

）
す
る
が
、
判
決
は
国
境
線
が
物
理
的
に
画
定
（dem

arcation

）
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
履
行
完
了

と
な
る
。
判
決
に
従
っ
て
国
境
を
画
定
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
境
界
地
帯
の
住
民
は
さ
ま
ざ
ま
な
損
失
お
よ
び
被
害
を
被
り
、
反
発
や
抗

議
活
動
が
高
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
こ
の
過
程
で
の
秘
策
は
な
く
、
治
安
の
急
速
な
悪
化
も
影
響
し
、
履
行
完
了
ま
で
に
長
期
間
を

要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

１　

影
響
を
受
け
る
人
民

（
１
）
判
決
に
お
け
る
人
民
の
保
護

裁
判
所
は
境
界
画
定
に
よ
り
境
界
地
帯
の
人
民
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
国
境
地
帯
に
居
住
す
る
人
民
の
生

活
と
生
計
へ
の
重
大
な
リ
ス
ク
お
よ
び
不
利
益
に
対
処
す
る
た
め
の
措
置
等
は
示
し
て
い
な
い
。
判
決
は
関
係
住
民
の
保
護
に
は
言
及
す

る
が
、
境
界
画
定
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
住
民
の
権
利
お
よ
び
利
益
の
保
障
の
具
体
策
お
よ
び
責
任
は
当
事
国
に
委
ね
て
い
る）

112
（

。

判
決
は
影
響
を
受
け
る
住
民
の
権
利
・
利
益
保
護
に
関
し
、
口
頭
弁
論
で
の
カ
メ
ル
ー
ン
代
理
人
に
よ
る
陳
述
を
引
用
し
、
主
文
に
お

い
て
「
厚
遇
と
寛
容
と
い
う
伝
統
的
な
政
策
（traditional�policy�of�hospitality�and�tolerance

）
に
忠
実
に
従
っ
て
、
カ
メ
ル
ー
ン

へ
の
帰
属
が
決
定
さ
れ
た
領
域
に
居
住
す
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
を
保
護
す
る
と
い
う
カ
メ
ル
ー
ン
の
約
束
に
留
意
す
る
」
と
述
べ
た）

113
（

。
上

記
以
外
に
も
影
響
を
受
け
る
住
民
に
関
し
て
判
決
は
カ
メ
ル
ー
ン
政
府
に
対
し
「
適
切
な
待
遇
」
を
付
与
す
る
よ
う
繰
り
返
し
て
い
る）

114
（

。

そ
の
趣
旨
は
カ
メ
ル
ー
ン
へ
の
帰
属
が
確
定
し
た
領
域
に
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
の
人
権
及
び
利
益
に
配
慮
し
て
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待
遇
す
る
旨
、裁
判
所
が
カ
メ
ル
ー
ン
に
勧
告
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
シ
ョ
ウ
（M

alcolm
�N

.�Shaw

）

は
、
判
決
主
文
で
の
カ
メ
ル
ー
ン
の
約
束
へ
の
留
意
は
権
原
所
有
国
に
課
さ
れ
た
拘
束
力
あ
る
義
務
を
構
成
し
、
し
か
る
べ
き
状
況
に
お

い
て
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
境
界
画
定
に
お
け
る
地
域
人
民
の
権
利
を
考
慮
す
る
必
要
性
を

示
す
も
の
と
論
じ
て
い
る）

111
（

。

（
２
）
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
お
よ
び
関
係
住
民
の
対
応

カ
メ
ル
ー
ン
に
帰
属
す
る
と
判
断
さ
れ
た
チ
ャ
ド
湖
周
辺
に
は
約
七
万
人
、
バ
カ
シ
半
島
（
面
積
六
一
二
㎢−

六
六
五
㎢
）
に
は

一
五
六
，〇
〇
〇−

三
〇
〇
，〇
〇
〇
人
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
が
生
活
し
て
い
た
。
判
決
の
履
行
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
と
っ
て
、ナ
イ
ジ
ェ
リ

ア
人
が
生
活
基
盤
と
す
る
六
三
村
落
と
伴
に
同
住
民
を
喪
失
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
ら
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
住
民
は
自
身
の
帰
属
意

識
と
は
相
入
れ
な
い
カ
メ
ル
ー
ン
領
域
の
外
国
人
居
住
者
に
な
る
。
当
該
住
民
は
数
世
代
前
か
ら
の
先
祖
伝
来
の
地
、
お
よ
び
付
随
す
る

遺
産
を
失
う
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は
思
い
も
及
ば
ぬ
悲
劇
で
あ
り
、
屈
辱
的
か
つ
不
正
な
判
断
で
あ
り
、
尊
厳
を
奪
い
、
失
望
を
も
た

ら
し
、
カ
メ
ル
ー
ン
当
局
に
よ
る
差
別
待
遇
と
迫
害
を
恐
れ
た
。
居
住
領
域
が
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
異
な
る
国
家
主
権
に
帰

属
す
る
と
判
断
さ
れ
た
住
民
お
よ
び
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
国
内
か
ら
は
、
判
決
に
対
す
る
不
安
や
反
発
は
強
か
っ
た）

111
（

。

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
国
内
で
は
組
織
的
集
団
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｏ）

118
（

）
に
よ
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
紛
争
解
決
手
続
き
に
対
抗
す
る
国
内
訴
訟
、
本

件
判
決
の
合
法
性
に
対
す
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
司
法
長
官
に
よ
る
抗
議
、
グ
リ
ー
ン
ツ
リ
ー
合
意
の
合
法
性
に
関
す
る
訴
訟
等
、
法
的
手
段

に
訴
え
る
抵
抗
が
あ
っ
た
。
殊
に
バ
カ
シ
半
島
の
カ
メ
ル
ー
ン
へ
の
引
き
渡
し
に
関
し
て
は
、
大
規
模
な
武
力
に
よ
る
対
抗
措
置
へ
の
ア

ピ
ー
ル
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
拒
否
す
る
声
が
高
ま
っ
た
。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
最
高
裁
は
バ
カ
シ
半
島
に
つ
い
て
カ
メ
ル
ー
ン

へ
の
帰
属
否
定
を
示
唆
す
る
判
決
を
示
し
た）

111
（

。
そ
し
て
バ
カ
シ
半
島
に
隣
接
す
る
ク
ロ
ス
・
リ
バ
ー
州
住
民
は
判
決
の
履
行
を
拒
否
す
る
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声
明
を
発
表
し
た）

120
（

。

２　

履
行
準
備

判
決
間
近
の
二
〇
〇
二
年
九
月
五
日
、
ア
ナ
ン
国
連
事
務
総
長
は
両
当
事
国
首
脳
を
パ
リ
に
招
請
し
、
シ
ラ
ク
仏
大
統
領
同
席
の
下
、

い
か
な
る
判
決
に
な
ろ
う
と
も
尊
重
し
実
施
す
る
と
両
首
脳
に
公
に
約
束
さ
せ
た
。
判
決
後
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
判
決
中
の
自
国
に
不
利

な
部
分
の
受
入
れ
を
拒
否
し
た）

121
（

。

本
紛
争
解
決
過
程
に
お
い
て
は
、
国
際
機
構
お
よ
び
関
係
国
と
し
て
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
英
、
米
が
中
立
的
な
第
三
者
の
立
場
で
関

与
し
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
判
決
の
履
行
を
促
し
た
。
国
連
は
判
決
の
平
和
的
実
施
の
た
め
に
最
も
効
果
的
方
法
お
よ
び
手
段
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
当
事
国
を
支
援
し
た
。
判
決
か
ら
一
か
月
後
の
一
一
月
一
五
日
、
ア
ナ
ン
国
連
事
務
総
長
と
両
当
事
国
大
統
領
は
ジ

ュ
ネ
ー
ブ
で
会
談
し
、
判
決
の
平
和
的
な
実
施
お
よ
び
実
施
支
援
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
国
連
事
務
総
長
の
下
に
カ
メ
ル
ー
ン=

ナ
イ
ジ
ェ

リ
ア
混
合
委
員
会
（
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
）
を
設
置
す
る
こ
と
に
合
意
し
た）

122
（

。
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
の
任
務
は
、（
一
）
判
決
執
行
、（
二
）
判
決
の
意
味
内
容
、

こ
と
に
両
国
の
関
係
住
民
の
権
利
保
護
の
検
討
、（
三
）
信
頼
醸
成
の
た
め
の
補
完
的
手
段
に
関
す
る
勧
告
、
お
よ
び
（
四
）
物
理
的
境
界

画
定
と
さ
れ
、
判
決
実
施
の
た
め
の
詳
細
な
作
業
手
順
お
よ
び
工
程
表
が
作
成
さ
れ
た）

123
（

。
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
は
判
決
履
行
の
全
作
業
を
統
括
し
、

そ
の
活
動
内
容
を
逐
次
、
両
当
事
国
首
脳
と
国
連
事
務
総
長
に
報
告
し
た
。

Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
は
そ
の
初
会
合
に
お
い
て
二
つ
の
小
委
員
会
、
陸
地
境
界
物
理
的
画
定
小
委
員
会）

124
（

、
住
民
の
権
利
小
委
員
会）

121
（

、
三
つ
の
作
業

グ
ル
ー
プ
お
よ
び
国
際
文
民
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー）

121
（

の
設
置
を
決
定
し
た
。
作
業
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
（
一
）
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
行
政
官
、
軍
お
よ

び
警
察
の
二
〇
〇
四
年
一
月
ま
で
の
撤
退
、
統
治
権
破
棄
と
移
譲
に
関
す
る
作
業
グ
ル
ー
プ）

121
（

、（
二
）
海
洋
境
界
画
定
作
業
グ
ル
ー
プ）

128
（

、

（
三
）
チ
ャ
ド
湖
地
域
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
住
民
定
住
に
関
す
る
作
業
グ
ル
ー
プ）

121
（

を
設
置
し
た
。
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国
際
文
民
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
任
務
は
国
境
画
定
作
業
が
予
定
さ
れ
る
現
地
村
落
を
訪
問
し
、画
定
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
住
民
に
対
し
、

新
た
な
帰
属
先
と
な
る
国
家
が
移
住
を
強
制
す
る
こ
と
は
な
く
、
新
国
家
の
下
で
公
正
な
待
遇
が
保
障
さ
れ
る
等
に
関
す
る
住
民
へ
の
情

報
周
知
で
あ
る）

130
（

。
文
民
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
は
チ
ャ
ド
湖
か
ら
バ
カ
シ
半
島
ま
で
の
陸
地
国
境
地
帯
を
訪
問
し
、
人
権
侵
害
、
経
済
的
社
会
的

問
題
、
環
境
・
生
態
系
状
況
を
監
視
・
評
価
し
、
住
民
の
信
頼
醸
成
に
寄
与
し
た）

131
（

。

３　

物
理
的
画
定

（
１
）
物
理
的
画
定
工
程

判
決
内
容
の
具
体
的
な
実
施
に
つ
い
て
、
第
一
段
階
と
し
て
政
府
機
関
の
相
手
方
領
域
か
ら
の
撤
退
お
よ
び
権
限
移
譲
、
す
な
わ
ち
判

決
が
画
定
し
た
国
境
線
に
従
い
、
帰
属
先
と
は
異
な
る
領
域
か
ら
公
的
機
関
は
撤
退
し
、
判
決
が
決
定
し
た
帰
属
国
家
に
権
限
を
移
譲
す

る
、
第
二
段
階
と
し
て
判
決
に
よ
る
国
境
に
つ
い
て
の
具
体
的
か
つ
詳
細
な
国
境
線
の
確
認
お
よ
び
合
意
、
す
な
わ
ち
詳
細
な
大
縮
尺
地

図
に
基
づ
い
て
両
当
事
国
が
改
め
て
判
決
が
画
定
し
た
国
境
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
国
境
地
点
に
合
意
す
る
、
第
三
段
階
と
し
て
現
地
調

査
お
よ
び
測
量
に
基
づ
く
国
境
地
点
の
確
定
、
す
な
わ
ち
国
境
地
帯
の
地
理
的
状
況
の
詳
細
か
つ
正
確
な
測
量
お
よ
び
調
査
に
基
づ
い
て

合
意
さ
れ
た
国
境
地
点
を
現
地
地
表
に
確
定
し
合
意
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
第
二
～
第
三
段
階
の
工
程
で
は
裁
判
所
が
証
拠
と
し
て
採

用
し
た
植
民
地
境
界
線
確
定
文
書
規
定
の
解
釈
お
よ
び
現
地
で
の
具
体
的
適
用
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ゆ
え
に
土
木
、
測
量
、

地
図
製
作
等
の
技
術
専
門
家
お
よ
び
境
界
画
定
文
書
解
釈
の
た
め
の
地
理
、
歴
史
、
法
律
専
門
家
等
の
協
力
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
第

四
段
階
と
し
て
物
理
的
な
国
境
線
標
示
、
す
な
わ
ち
判
決
が
示
す
国
境
と
確
認
さ
れ
た
国
境
地
点
に
標
石
埋
設
や
壁
建
設
等
に
よ
り
現
地

に
物
理
的
に
境
界
を
標
示
す
る
工
程
を
経
て
完
了
す
る
。
第
三
お
よ
び
第
四
段
階
の
工
程
の
進
行
と
同
時
に
国
境
地
帯
の
住
民
の
た
め
の

説
明
と
協
議
と
い
っ
た
現
場
で
の
活
動
が
必
要
で
あ
る）

132
（

。
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判
決
履
行
工
程
に
お
い
て
は
、
抵
抗
活
動
の
激
し
い
バ
カ
シ
半
島
で
の
作
業
を
先
送
り
し
、
比
較
的
障
害
の
少
な
い
チ
ャ
ド
湖
地
域
か

ら
大
西
洋
ま
で
の
境
界
画
定
作
業
か
ら
着
手
し
た
。
バ
カ
シ
半
島
に
関
し
て
は
国
連
事
務
総
長
は
両
国
首
脳
会
談
を
仲
介
し
、
ナ
イ
ジ
ェ

リ
ア
が
判
決
に
従
い
バ
カ
シ
半
島
か
ら
公
的
機
関
の
撤
退
お
よ
び
権
限
移
譲
を
受
け
入
れ
た
グ
リ
ー
ン
ツ
リ
ー
合
意
の
締
結
に
至
り
、
紛

争
の
最
終
的
解
決
に
目
途
を
つ
け
た
。
な
お
、
国
境
の
物
理
的
画
定
に
要
す
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｃ
諸
国
、
カ
ナ
ダ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

世
界
銀
行
等
が
支
援
し
た）

133
（

。
以
下
、
履
行
過
程
第
一
段
階
か
ら
判
決
履
行
の
経
緯
を
跡
付
け
る
。

（
２
）
第
一
段
階　

撤
退
プ
ロ
セ
ス

（
ⅰ
）�

チ
ャ
ド
湖
地
域

二
〇
〇
三
年
八
月
、
影
響
を
受
け
る
住
民
小
委
員
会
は
チ
ャ
ド
湖
地
域
を
現
地
調
査
し
、
一
〇
月
二
八
日
、
チ
ャ
ド
湖
地
域
権
限
移
行

作
業
グ
ル
ー
プ
は
三
二
村
落
（
住
民
六
万
人
）
の
権
限
移
譲
を
平
和
裏
に
進
捗
さ
せ）

134
（

、
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
は
一
一
月
三
〇
日

−

一
二
月
一
日
、
ナ

イ
ジ
ェ
リ
ア
国
家
機
関
の
撤
退
状
況
を
検
証
し
た
。
一
二
月
一
六
日
、
チ
ャ
ド
湖
地
域
権
限
移
譲
に
関
す
る
合
意
が
署
名
さ
れ
、
権
限
移

行
完
了
式
典
が
催
さ
れ）

131
（

、
平
和
的
で
円
滑
な
権
限
移
譲
が
行
わ
れ
、
関
係
住
民
の
権
利
の
重
大
な
侵
害
な
し
と
国
連
に
報
告
さ
れ
た）

131
（

。
権

限
移
譲
後
一
年
間
、
国
連
監
視
団
は
チ
ャ
ド
湖
地
域
を
定
期
的
に
訪
問
し
、
権
限
移
譲
一
か
月
後
の
二
〇
〇
四
年
一
月
以
降
、
移
譲
後
の

状
況
に
つ
い
て
三
カ
月
ご
と
に
報
告
書
を
提
出
し
、
同
地
域
で
は
概
ね
平
和
的
か
つ
良
好
な
状
況
に
あ
る
と
報
告
し
た）

131
（

。

（
ⅱ
）
チ
ャ
ド
湖
か
ら
大
西
洋
岸
ま
で

Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
は
、
二
〇
〇
二
年

−

二
〇
〇
三
年
、
国
境
画
定
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
住
民
に
対
し
、
国
際
法
に
従
っ
て
権
利
を
付
与
し
保

護
す
る
と
の
約
束
を
繰
り
返
し
た）

138
（

。
住
民
の
権
利
小
委
員
会
は
二
〇
〇
三
年
五
月

−

二
〇
〇
四
年
四
月
、
チ
ャ
ド
湖
地
域
のD

arak

か
ら
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大
西
洋
岸
のLim

be

ま
で
、
各
地
域
集
団
の
状
況
を
、
住
民
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
も
含
め
て
慎
重
に
調
査
し
、
評
価
し
た
。
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ

は
二
〇
〇
四
年
五
月
一
五
日

−

一
九
日
、
現
地
視
察
を
兼
ね
て
住
民
の
意
見
や
懸
念
を
聴
取
し
、
画
定
作
業
に
つ
い
て
説
明
し
、
権
限
移

譲
監
視
の
た
め
の
作
業
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
、
現
地
の
現
状
を
評
価
し
た
。

権
限
移
行
工
程
に
関
し
、
二
〇
〇
四
年
七
月
初
め
、
画
定
小
委
員
会
お
よ
び
作
業
グ
ル
ー
プ
が
現
地
で
の
作
業
を
行
っ
た）

131
（

。
二
〇
〇
四

年
七
月
一
三
日
、
チ
ャ
ド
湖
南
方
二
〇
〇
㎞
付
近
に
あ
るN

arki

（
住
民
一
五
，〇
〇
〇
人
）
お
よ
びN

dabakoura�

（
六
七
世
帯
）
に
つ

い
て
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
か
ら
カ
メ
ル
ー
ン
へ
の
権
限
移
譲
に
関
す
る
記
念
式
典
が
、
翌
七
月
一
四
日
、B

ourha-W
ango

（
住
民
七
〇
〇

人
）、N

dabakoura

お
よ
びN

arki

の
三
村
落
に
つ
い
て
、
カ
メ
ル
ー
ン
か
ら
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
へ
の
権
限
移
譲
に
関
す
る
式
典
が
、
そ
れ

ぞ
れ
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
委
員
長
お
よ
び
両
国
関
係
者
の
参
加
の
下
に
行
わ
れ
た）

140
（

。
二
〇
〇
四
年
一
一
月
二
二
日

−

二
三
日
、
二
〇
〇
五
年
二
月
お

よ
び
二
〇
〇
五
年
六
月
、
国
連
監
視
団
は
現
地
訪
問
し
、
同
国
境
地
帯
が
平
和
的
状
況
下
に
あ
り
、
住
民
間
の
関
係
は
良
好
と
報
告
し
た）

141
（

。

た
だ
し
実
際
に
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
機
関
が
撤
退
し
た
後
、
多
く
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
は
同
地
域
か
ら
退
去
し
、
生
活
基
盤
を
喪
失
し

た）
142
（

。
　（

ⅲ
）�

バ
カ
シ
半
島

グ
リ
ー
ン
ツ
リ
ー
合
意

住
民
の
権
利
小
委
員
会
は
二
〇
〇
四
年
二
月
、
バ
カ
シ
半
島
を
訪
問
し）

143
（

、
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
委
員
は
二
〇
〇
四
年
五
月
一
五
日-

五
月
一
九
日
、

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
ク
ロ
ス
・
リ
バ
ー
州
お
よ
び
カ
メ
ル
ー
ン
の
南
西
県
を
訪
問
し
、
影
響
を
受
け
る
住
民
の
保
護
に
つ
い
て
説
明
し
た）

144
（

。

し
か
し
バ
カ
シ
半
島
の
権
限
移
譲
工
程
は
膠
着
状
態
で
あ
っ
た）

141
（

。

ア
ナ
ン
事
務
総
長
の
仲
介
で
二
〇
〇
六
年
六
月
一
二
日
、
バ
カ
シ
半
島
の
最
終
的
引
き
渡
し
に
関
す
る
合
意
文
書
（
グ
リ
ー
ン
ツ
リ
ー
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合
意）

141
（

）
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
締
結
さ
れ
た
。
同
合
意
に
お
い
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
バ
カ
シ
半
島
に
お
け
る
カ
メ
ル
ー
ン
の
領
域
主
権
を
完

全
に
認
め
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
合
意
発
効
後
六
〇
日
以
内
に
バ
カ
シ
半
島
全
域
か
ら
軍
並
び
に
警
察
の
撤
退
、
お
よ
び
権
限
移
譲
を
受
け

入
れ
た
。
た
だ
し
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
住
民
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
二
島
（A
tabong�and�A

kw
abana

）
に
つ
い
て
は
、
二
年
間
の
移

行
期
間
を
設
け
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
が
統
治
を
継
続
し
た）

141
（

。

（
ⅳ
）　

撤
退
実
施

同
合
意）

148
（

に
従
い
、
国
連
事
務
総
長
代
理
（Sir�K

ieran�Prendergast

）
を
議
長
と
し
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
米

国
、
フ
ラ
ン
ス
、
英
国
お
よ
び
国
連
か
ら
の
一
〇
代
表
で
構
成
さ
れ
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
委
員
会
が
設
置
さ
れ）

141
（

、
判
決
に
影
響
を
受
け
る

人
民
の
保
護
を
含
め
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
行
政
機
関
、
軍
、
警
察
の
カ
メ
ル
ー
ン
領
域
か
ら
の
撤
退
お
よ
び
そ
れ
ら
の
権
限
の
カ
メ
ル
ー
ン

へ
の
移
譲
等
の
履
行
を
監
視
し
た
。

二
〇
〇
六
年
八
月
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
機
関
の
バ
カ
シ
半
島
か
ら
の
撤
退
が
開
始
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
八
月
一
四
日
、
権
限
移
行
暫

定
期
間
中
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
当
局
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
二
島
が
カ
メ
ル
ー
ン
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
同
日
、
関
係
国
お
よ
び
国
連
は
バ
カ
シ

半
島
か
ら
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
軍
の
平
和
的
撤
退
お
よ
び
最
終
的
権
限
移
譲
に
関
す
る
署
名
式
を
カ
ラ
バ
ル
で
実
施
し
、権
限
移
譲
文
書（
カ

ラ
バ
ル
条
約）

110
（

）
に
両
当
事
国
大
統
領
が
署
名
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
判
決
に
お
い
て
カ
メ
ル
ー
ン
帰
属
と
さ
れ
た
領
域
の
カ
メ
ル
ー
ン
へ
の

引
き
渡
し
が
全
て
完
了
し
た
。
二
〇
一
三
年
八
月
一
五
日
、
安
保
理
は
バ
カ
シ
半
島
に
関
す
る
紛
争
に
関
し
グ
リ
ー
ン
ツ
リ
ー
合
意
の
実

施
の
成
果
を
報
告
し
た）

111
（

。

（
３
）
第
二
段
階　

境
界
に
関
す
る
合
意
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同
工
程
に
先
立
ち
、
国
連
地
図
課
が
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
横
メ
ル
カ
ト
ル
図
法
（U
niversal�T

ransverse�M
ercator

）
に
よ
る
五
万
分
の

一
縮
尺
で
、
判
決
に
表
記
さ
れ
た
境
界
の
大
凡
の
線
を
示
す
一
三
一
枚
の
予
備
的
地
図
を
製
作
し
、
両
当
事
国
に
送
付
し
た
。
陸
地
境
界

画
定
小
委
員
会
は
二
〇
〇
三
年
一
月
、
共
同
技
術
チ
ー
ム
（Joint�T
echnical�T

eam
/JT

T

）
112
（

）
を
設
置
し
、
予
備
的
地
図
に
関
す
る
当
事

国
の
意
見
は
Ｊ
Ｔ
Ｔ
に
送
付
さ
れ
た）

113
（

。
Ｊ
Ｔ
Ｔ
は
陸
地
境
界
画
定
小
委
員
会
の
任
務
の
う
ち
の
現
場
作
業
の
処
理
を
委
ね
ら
れ
、
そ
の
重

要
な
役
割
は
植
民
地
行
政
的
境
界
線
に
関
す
る
合
意
規
定
お
よ
び
判
決
が
地
図
座
標
に
よ
っ
て
示
す
境
界
線
を
、
国
境
地
帯
の
現
地
地
表

に
正
確
に
標
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

判
決
が
文
言
お
よ
び
地
図
座
標
で
示
し
た
境
界
線
に
関
し
て
、
両
国
は
三
回
に
分
け
て
合
意
し
た
。
二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
六
日
、
チ

ャ
ド
湖
地
域
に
関
し
て
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
三
三
村
落
を
カ
メ
ル
ー
ン
へ
、
カ
メ
ル
ー
ン
は
二
村
落
を
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
へ
引
き
渡
す
こ
と

で
両
当
事
国
は
妥
協
し
、
二
〇
〇
四
年
七
月
一
四
日
、
チ
ャ
ド
湖
か
ら
大
西
洋
ま
で
の
陸
地
境
界
に
関
し
て
大
筋
合
意
し
、
バ
カ
シ
半
島

に
つ
い
て
は
二
〇
〇
六
年
六
月
一
二
日
、
グ
リ
ー
ン
ツ
リ
ー
合
意
に
お
い
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
が
判
決
に
従
う
こ
と
を
受
け
入
れ
た
。
そ
し

て
二
〇
〇
七
年
五
月
一
一
日
、
海
洋
境
界
に
関
し
て
合
意
し
た）

114
（

。

二
〇
一
九
年
現
在
、国
境
線
全
長
二
，一
〇
〇
㎞
（
カ
メ
ル
ー
ン
と
の
陸
地
国
境
線
は
全
長
一
，九
七
五
㎞
）
の
う
ち
二
，〇
〇
一
㎞
（
約

九
五
％
）
に
つ
い
て
当
事
者
間
で
合
意
し
、
現
地
調
査
が
済
ん
だ
が
、
具
体
的
地
理
的
位
置
に
つ
い
て
当
事
者
間
の
合
意
に
至
っ
て
い
な

い
陸
地
国
境
線
区
間
は
九
六
．五
六
㎞
存
在
す
る）

111
（

。

（
４
）　

第
三
段
階　

調
査
お
よ
び
測
量

第
三
段
階
で
の
工
程
は
判
決
に
お
い
て
文
言
お
よ
び
地
図
座
標
に
よ
り
表
記
さ
れ
た
国
境
線
を
現
地
の
地
表
に
特
定
す
る
作
業
と
な

る
。
同
工
程
に
は
判
決
文
言
の
解
釈
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
。
判
決
に
よ
れ
ば
、境
界
線
は
「T

hom
son–M

archand

宣
言
三
五
パ
ラ
グ
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ラ
フ
に
言
及
さ
れ
るA

lantika

山
頂
南
と
し
て
特
定
さ
れ
たH

osere�B
ila

を
超
え
、
そ
こ
か
らLeinde

川
とSassiri

川
に
沿
っ
て

Balakossa

山
脈
か
ら
流
入
す
る
最
初
の
細
流
ま
で）

111
（

」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
ず
そ
の
具
体
的
な
地
点
に
つ
い
て
当
事
者
間
で
協
議
し
、

合
意
の
後
、
チ
ー
ム
は
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
器
に
よ
り
計
測
し
、
必
要
な
微
調
整
を
加
え
て
地
図
座
標
を
記
録
し
た
。

ま
た
地
図
に
記
載
さ
れ
る
地
名
、
河
川
等
の
呼
称
に
関
し
て
は
、
地
図
作
成
当
時
か
ら
現
在
ま
で
に
変
更
さ
れ
た
場
合
も
あ
る
。
本
件

で
は
境
界
画
定
文
書
（T

hom
son–M

archand�D
eclaration

）
にM

adas

と
し
て
地
名
が
記
載
さ
れ
た
が
現
存
し
な
い
こ
と
か
ら
、
同

地
の
地
理
的
位
置
に
関
し
て
当
事
国
間
で
対
立
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
、陸
地
境
界
画
定
小
委
員
会
は
カ
メ
ル
ー
ン
がM

adas

と
し

て
主
張
す
る
集
落
を
現
地
調
査
し
、
長
老
た
ち
と
の
会
合
で
の
発
言
、
聞
き
取
り
調
査
等
を
手
が
か
り
に
、
村
落
で
唯
一
の
小
学
校
に
旧

名
称
（School�of�Sam

ke
）
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
カ
メ
ル
ー
ン
の
解
釈
の
誤
り
を
解
明
し
た）

111
（

。

同
段
階
の
作
業
の
進
め
方
は
、
第
一
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
予
備
的
地
図
に
基
づ
い
て
国
境
地
帯
を
現
地
調
査
し
、
地
図
座
標
に
つ
い
て
の

地
上
管
理
ポ
イ
ン
ト
（ground�control�points�/�GCP

）
お
よ
び
測
地
学
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
を
現
場
地
表
に
特
定
し
、
そ

の
上
で
Ｇ
Ｃ
Ｐ
の
正
確
性
を
検
証
す
る
作
業
が
含
ま
れ
る）

118
（

。
第
一
ス
テ
ッ
プ
の
作
業
に
つ
い
て
陸
地
境
界
画
定
小
委
員
会
は
二
〇
〇
五
年

四
月
、
国
境
地
帯
の
現
地
調
査
お
よ
び
評
価
を
開
始
し
た
。
同
委
員
会
に
現
地
作
業
を
委
ね
ら
れ
た
Ｊ
Ｔ
Ｔ
は
地
理
的
位
置
確
認
工
程
を

三
区
分
し
、
第
一
区
分
は
二
〇
〇
六
年
、
チ
ャ
ド
湖
地
域
四
〇
一
㎞
の
区
域
に
つ
い
て
、
第
二
区
分
は
二
〇
〇
七
年
二
月
、
チ
ャ
ド
湖
か

ら
河
川
と
分
水
嶺
に
沿
っ
た
四
六
〇
㎞
に
つ
い
て
二
チ
ー
ム
体
制
に
よ
り
、
第
三
区
分）

111
（

は
二
〇
〇
七
年
一
一
月
、
五
四
五
㎞
に
つ
い
て
二

チ
ー
ム
体
制
に
よ
り
着
手
し
た）

110
（

。

Ｊ
Ｔ
Ｔ
は
文
書
お
よ
び
最
終
的
地
図
製
作
、
土
地
の
地
理
的
調
査
管
理
、
地
理
的
デ
ー
タ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
設
置
を
進
め
た）

111
（

。
陸
地
境

界
画
定
小
委
員
会
は
判
決
が
画
定
し
た
境
界
の
現
地
で
の
正
確
な
位
置
を
確
認
す
る
た
め
、
ま
た
Ｊ
Ｔ
Ｔ
は
判
決
が
画
定
し
た
境
界
が
予

備
的
地
図
に
正
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
境
界
地
帯
を
訪
問
し
、
地
図
の
法
的
有
効
性
を
検
証
し
、
標
柱
建
造
地
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点
を
確
認
し
た
。
現
地
で
の
検
証
作
業
と
同
時
に
Ｊ
Ｔ
Ｔ
は
測
地
学
デ
ー
タ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
た）

112
（

。

陸
地
境
界
画
定
小
委
員
会
お
よ
び
Ｊ
Ｔ
Ｔ
に
よ
る
現
地
検
証
お
よ
び
評
価
は
逐
次
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
お
よ
び
両
国
担
当
機
関）

113
（

に
報
告
さ
れ
、
Ｃ

Ｎ
Ｍ
Ｃ
は
審
査
の
上
承
認
し
、
問
題
点
が
あ
る
場
合
に
は
再
検
証
を
指
示
し
た）

114
（

。
こ
の
技
術
的
詳
細
な
作
業
仕
分
け
に
関
し
、
二
〇
〇
五

年
五
月
、
ア
ナ
ン
事
務
総
長
は
両
国
大
統
領
と
の
会
談
で
画
定
工
程
が
支
障
な
く
進
捗
し
て
い
る
状
況
に
留
意
し
た）

111
（

。

（
５
）
第
四
段
階　

標
柱
埋
設

標
柱
等
を
国
境
地
点
現
地
に
設
置
し
、
標
柱
が
地
図
座
標
ポ
イ
ン
ト
に
正
確
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
最
終
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
物
理

的
画
定
作
業
は
完
了
す
る
。
こ
の
工
程
は
実
際
に
国
境
地
帯
現
地
に
お
い
て
障
害
物
を
除
去
し
、
標
柱
を
設
置
す
る
と
い
っ
た
フ
ィ
ー
ル

ド
作
業
が
中
心
と
な
る
。
そ
の
た
め
国
境
地
帯
住
民
は
国
境
画
定
に
よ
り
土
地
の
み
な
ら
ず
生
計
の
糧
、
遺
産
、
尊
厳
を
奪
わ
れ
る
と
し

て
し
ば
し
ば
激
し
く
抵
抗
し
、
当
事
国
間
で
政
治
的
に
解
決
さ
れ
る
ま
で
工
事
は
中
断
さ
れ
た
。
ま
た
厳
し
い
地
形
に
加
え
、
雨
期
と
悪

天
候
、
政
権
交
代
、
治
安
の
悪
化
、
そ
の
他
多
様
な
要
因
が
影
響
し
、
工
事
の
大
幅
な
遅
れ
は
常
態
化
し
て
い
た）

111
（

。
こ
の
段
階
で
の
作
業

は
煩
雑
で
工
程
の
中
で
は
最
も
危
険
を
伴
う）

111
（

こ
と
か
ら
、
国
際
機
構
お
よ
び
関
係
国
の
協
力
と
支
援
が
重
要
と
な
る
。

物
理
的
境
界
設
置
工
程
に
つ
い
て
は
、
主
要
標
柱
は
五
㎞
間
隔
、
二
次
的
標
柱
の
設
置
間
隔
は
非
居
住
地
域
で
は
五
〇
〇
ｍ
ご
と
に
、

町
村
の
居
住
地
域
で
は
一
〇
〇
ｍ
ご
と
、
河
川
が
境
界
と
さ
れ
る
場
合
は
標
柱
設
置
無
し
と
さ
れ
、
全
長
一
，九
五
〇
㎞
の
国
境
線
に

二
六
九
六
本
の
標
柱
設
置
が
予
定
さ
れ
た）

118
（

。
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
四
日
、
第
一
区
分
で
の
国
境
標
柱
埋
設
工
事
に
着
工
し
、
チ
ャ
ド
湖

地
域
のBanki

（
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
）
お
よ
び�A

m
chide

（
カ
メ
ル
ー
ン
）
に
最
初
の
標
柱
が
埋
設
さ
れ
、
作
業
開
始
を
記
す
記
念
式
典
が

当
事
国
、
国
連
お
よ
び
証
人
国
代
表
の
出
席
の
下
で
行
わ
れ
た
。
二
〇
一
一
年
三
月
、
国
境
お
よ
び
標
柱
の
意
義
に
つ
い
て
関
係
住
民
が

認
識
を
深
め
る
こ
と
を
目
指
し
、
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
は
改
め
て
使
節
団
（sensitization�m

ission
）
の
派
遣
を
決
定
し
、
地
元
治
安
部
隊
と
共
同
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し
て
国
境
地
帯
住
民
へ
の
教
化
活
動
を
行
っ
た）

111
（

。

境
界
線
が
学
校
そ
の
他
の
建
築
物
を
横
切
る
等
の
理
由
に
よ
り
、
両
国
の
折
り
合
い
が
つ
か
な
い
場
合
、
お
よ
び
ア
ク
セ
ス
不
可
能

ま
た
は
難
工
事
が
危
惧
さ
れ
る
等
の
場
合
に
は
、
物
理
的
画
定
が
未
了
で
あ
る）

110
（

。

４　

小
括

陸
地
境
界
に
関
す
る
判
決
履
行
過
程
で
最
も
困
難
を
極
め
た
バ
カ
シ
半
島
に
つ
い
て
は
、
グ
リ
ー
ン
ツ
リ
ー
合
意
に
よ
り
、
ナ
イ
ジ
ェ

リ
ア
は
引
渡
し
を
受
け
入
れ
た）

111
（

。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
が
妥
協
し
た
背
景
に
は
、
米
国
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
国
連
に
よ
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ

ア
へ
の
圧
力
が
大
き
く
影
響
し
た）

112
（

。
加
え
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
が
一
方
的
に
領
域
主
権
を
喪
失
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
関
係
住
民
の
権
利
が

勘
案
さ
れ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
判
決
に
影
響
を
受
け
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
住
民
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
国
籍
を
維
持
し
た
ま
ま
、
バ
カ
シ
半
島

に
継
続
的
に
居
住
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
関
係
住
民
の
権
利
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

113
（

。

バ
カ
シ
半
島
に
つ
い
て
は
、
一
〇
〇
余
年
前
の
先
例
に
あ
る
先
人
の
叡
智
に
見
倣
い
、
移
行
措
置
と
し
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
居
住
者
が

殊
に
多
い
二
島
に
お
け
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
文
民
機
関
の
二
年
間
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
継
続
と
い
う
と
い
う
特
別
措
置
が
認
め
ら
れ
た
。
当
該
二

島
は
、
国
境
に
隣
接
し
、
バ
カ
シ
半
島
の
一
八
％
に
相
当
す
る
。
こ
の
例
外
措
置
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
面
子
を
保
つ
手
段
と
し
て
、
Ｃ
Ｎ

Ｍ
Ｃ
委
員
長
国
連
特
使
オ
ウ
ル
ド-

ア
ブ
ダ
ラ
が
エ
ク
ア
ド
ル=

ペ
ル
ー
間
の
一
九
世
紀
の
境
界
合
意
か
ら
着
想
し
た
も
の
と
さ
れ
る）

114
（

。

カ
メ
ル
ー
ン
は
バ
カ
シ
半
島
返
還
の
交
換
条
件
と
し
て
再
定
住
ま
で
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
住
民
の
待
遇
の
た
め
の
行
動
規
範
に
従
う
こ
と

を
受
け
入
れ
た
。
領
域
引
渡
し
の
交
換
条
件
と
し
て
カ
メ
ル
ー
ン
政
府
は
国
内
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
へ
の
保
護
と
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
遂

行
を
保
障
し
た）

111
（

。
陸
地
境
界
と
同
様
に
海
洋
境
界
画
定
の
場
合
で
も
、
結
果
的
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
経
済
に
と
っ
て
重
要
な
海
底
油
田
地
帯

へ
の
権
益
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
妥
協
し
う
る
余
地
を
残
し
た
。
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国
境
線
画
定
に
よ
り
生
じ
た
最
大
の
問
題
は
共
同
体
お
よ
び
そ
の
生
活
基
盤
の
分
断
で
あ
る
。
標
柱
埋
設
工
程
着
工
の
地Banki

に
お

い
て
は
、
建
物
内
を
境
界
線
が
貫
く
部
分
が
あ
り
、
当
該
部
分
の
標
柱
設
置
は
見
送
ら
れ
た
。
他
方
、
領
域
の
物
理
的
画
定
に
よ
る
村
落
、

家
族
、
住
居
の
分
断
と
い
う
問
題
は
全
く
考
慮
さ
れ
ず
未
解
決
で
あ
る
。
国
境
線
に
よ
り
カ
メ
ル
ー
ン
人
の
三
村
落
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人

の
四
村
落
共
同
体
が
分
断
さ
れ
た
。
ク
ロ
ス
リ
バ
ー
州
で
はBoki

族
に
と
っ
て
神
聖
な
地
と
さ
れ
る
森
の
中
央
に
標
柱
が
埋
設
さ
れ
、部

族
集
落
は
分
断
さ
れ
、
同
州
国
境
に
接
す
るD

anare

は
そ
の
七
五
％
が
カ
メ
ル
ー
ン
領
土
と
な
り
、
村
民
は
牧
草
地
を
喪
失
し
た
。
ま

た
旧
カ
リ
バ
ル
王
国
の
王
宮
所
在
地
と
さ
れ
るBullam

a

は
、
住
民
の
帰
属
意
識
と
は
異
な
る
カ
メ
ル
ー
ン
領
土
と
な
っ
た）

111
（

。
こ
れ
ら
の

問
題
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。

四　

結
び
に
代
え
て

本
件
は
国
連
の
支
援
に
よ
る
平
和
的
紛
争
解
決
の
成
功
例
と
さ
れ
た
。
判
決
履
行
は
関
係
住
民
に
対
し
て
多
大
な
損
失
と
不
利
益
を
強

い
る
こ
と
に
な
り
、
当
事
国
の
国
内
に
判
決
へ
の
強
い
抵
抗
や
反
発
が
あ
る
と
い
う
点
で
解
決
至
難
の
国
際
紛
争
で
あ
っ
た
が
、
判
決
の

履
行
は
概
ね
完
了
し
た
。
紛
争
解
決
が
成
功
し
た
背
景
に
は
、
判
決
に
お
い
て
敗
訴
国
が
譲
歩
し
う
る
和
解
的
判
断
が
示
さ
れ
た
こ
と
、

そ
し
て
判
決
実
施
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
中
立
的
第
三
者
の
支
援
が
あ
ろ
う
。
判
決
で
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
国
民
と
そ
の
生
活
基
盤
の
喪
失
と

い
う
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
と
っ
て
多
大
な
譲
歩
を
迫
る
だ
け
で
は
な
く
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
主
張
を
認
め
た
陸
地
境
界
区
間
を
設
け
た
こ
と

に
よ
り
、
妥
協
し
う
る
道
が
提
示
さ
れ
た
。
同
様
に
海
洋
境
界
に
関
し
て
も
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
海
洋
権
益
が
維
持
さ
れ
た
。

判
決
の
実
施
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
中
立
的
第
三
者
と
し
て
、
国
連
お
よ
び
関
係
国
が
人
材
、
技
術
、
資
金
、
啓
発
活
動
面
で
支
援
し
、
交

渉
プ
ロ
セ
ス
を
主
導
し
、
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
を
は
じ
め
と
す
る
合
意
お
よ
び
監
視
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
機
能
さ
せ
た）

111
（

。
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
は
そ
の
発
足
当
初
か
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ら
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
達
成
と
い
う
責
務
に
力
を
そ
そ
い
だ
。
専
門
家
委
員
は
国
境
地
帯
を
訪
問
し
、
関
係
住
民
と
直
接
対
話
し
、

住
民
の
抵
抗
や
偏
見
を
克
服
し
、
猜
疑
心
を
消
滅
さ
せ
、
信
頼
醸
成
に
努
め
た）

118
（

。

国
境
線
の
主
要
区
間
が
物
理
的
に
画
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
判
決
の
履
行
は
ほ
ぼ
完
了
し
た
。
し
か
し
残
る
問
題
と
し
て
国
境
画
定

に
よ
り
影
響
を
受
け
る
住
民
の
権
利
保
護
が
あ
る
。
判
決
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
グ
リ
ー
ン
ツ
リ
ー
合
意
か
ら
す
れ
ば
、
バ
カ
シ
半
島
住
民

に
関
し
て
は
少
な
く
と
も
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
が
従
来
行
っ
て
き
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
義
務
が
カ
メ
ル
ー
ン
に
課
さ
れ
た
と
み
る
こ

と
が
で
き
る）

111
（

。
同
合
意
に
お
い
て
、
カ
メ
ル
ー
ン
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
の
保
護
、
無
償
教
育
を
受
け
る
権
利
、
病
院
建
設
、
道
路
整
備
等

を
約
束
し
た
が
実
施
し
て
い
な
い）

180
（

。
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
は
国
境
地
帯
の
経
済
開
発
政
策
を
掲
げ
た
が
、
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
基
金
は
物
理
的
国
境
建
設
作
業

に
充
当
さ
れ
、
結
果
的
に
判
決
に
よ
り
不
利
益
を
受
け
た
国
境
地
帯
と
現
地
村
落
の
発
展
へ
の
施
策
は
放
置
さ
れ
た）

181
（

。
チ
ャ
ド
湖
地
域
お

よ
び
バ
カ
シ
半
島
か
ら
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
軍
が
撤
退
し
、
カ
メ
ル
ー
ン
兵
士
が
進
駐
す
る
と
、
兵
士
に
よ
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
に
対
す
る
暴

力
行
為
が
多
発
し
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
の
多
く
は
避
難
民
と
な
っ
た）

182
（

。

判
決
は
植
民
地
時
代
の
境
界
線
画
定
文
書
に
基
づ
い
て
国
境
線
を
画
定
し
た
。
こ
れ
ら
は
不
合
理
か
つ
不
確
実
な
点
の
多
い
文
書
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
民
族
集
団
は
分
断
さ
れ
、
ま
た
そ
の
生
活
基
盤
が
他
国
に
帰
属
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
生
計
の
糧
を
喪
失
し
た
。
本
件
の

よ
う
に
紛
争
当
事
国
の
一
方
が
係
争
領
域
を
喪
失
す
る
場
合
の
解
決
策
と
し
て
、
租
借
方
式
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
も
し
も
ナ
イ
ジ
ェ
リ

ア
が
カ
メ
ル
ー
ン
と
租
借
協
定
締
結
と
い
う
選
択
肢
が
あ
れ
ば
、
領
域
主
権
は
カ
メ
ル
ー
ン
に
存
在
し
て
も
居
住
す
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人

は
そ
の
生
活
を
従
来
通
り
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う）

183
（

。
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（
1
）�

J.�L.�Brierly,�T
he Law

 of N
ations: A

n Introduction to the International Law
 of Peace,�1th�ed.,�H

um
phrey�W

aldock,�ed.,�
1113,�i.

（
2
）�
二
〇
一
〇
年
以
降
の
一
〇
年
間
で
は
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
る
判
決
三
二
件
の
う
ち
、
領
域
主
権
に
関
す
る
判
決
は
四
件
、
海
洋
境
界
に
関

す
る
判
決
は
五
件
で
あ
る
（International�Court�of�Justice,�Judgm

ents,�A
dvisory�O

pinions�and�O
rders�:�https://w

w
w

.icj-cij.
org/en/decisions/judgm

ent/2010/2020/desc

）。

（
3
）�

拙
稿「
領
域
の
地
位
決
定
と
人
権
―
境
界
画
定
に
よ
り
生
ず
る
問
題
に
関
す
る
一
考
察
」『
実
証
の
国
際
法
学
の
継
承�

―�

安
藤
仁
介
先
生
追
悼
』

信
山
社
二
〇
一
九
年
一
二
月
、
参
照
。

（
4
）�

O
A

U
�Charter�art.�III

（3);�O
A

U
�Resolution�A

H
G/Res.�11

（1),�1114.

（
1
）�

拙
稿
「
国
家
の
解
体
に
伴
う
国
境
再
編
と
国
際
法

−

ウ
テ
ィ
・
ポ
ッ
シ
デ
テ
ィ
ス
（uti possidetis

）
原
則
の
一
般
慣
習
法
規
性

−

」『
九
州

国
際
大
学
法
学
論
集
』
第
四
巻
三
号
一
九
九
八
年
三
月
七
五–

一
三
二
ペ
ー
ジ
。

（
1
）�

Steven�R.�Ratner,�

“Draw
ing�a�Better�Line:�U

ti Possidetis�and�the�Borders�of�N
ew

�States,

”�10(4

）�A
m

erican Journal of 
International Law

,�1111,�111.�

（
1
）�

T
he�Grisbådarna�Case�

（N
orw

ay�/Sw
eden),�23�O

ctober�1101,�Reports�of�International�A
rbitral�A

w
ards�

（hereinafter�
cited�as�

“RIA
A

”),�vol.�11,�p.1.

（
8
）�

T
em

ple�of�Preah�V
ihear�

（Cam
bodia/T

hailand),�I.C.J.�Reports�1112,�p.32�;�T
erritorial�D

ispute�

（Libyan�A
rab�Jam

ahiria/
Chad),�I.C.J.�Reports�1114,�para.12,�et�al.

（
1
）�

例
外
的
に
イ
ギ
リ
ス
領
カ
メ
ル
ー
ン
南
部
の
大
西
洋
に
近
い
一
部
の
区
間
に
つ
い
て
は
現
地
調
査
の
結
果
を
考
慮
し
て
境
界
が
再
編
さ
れ
た

例
が
あ
る
（Suzanne�N

.�Lalonde,�D
eterm

ining Boundaries in a Conflicted W
orld: T

he R
ole of U

ti Possidetis,�M
ontreal,�

2002,�103

）。

（
10
）�

A
nthony�I�A

siw
aju,�

“conceptual�fram
ew

ork,

”�in�A
nthony�I�A

siw
aju,�ed.,�Partitioned A

fricans: E
thnic R

elations A
cross 

A
frica's International Boundaries 1884-1984,�London,�1181,�3;�A

gnes�Eboz'o,�

“Ten�Y
ears�of�A

U
�Border�Program

m
e,

”�
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EN
A

CT
�

（Enhancing�A
frica's�response�to�transnational�organised�crim

e),�1�A
pril�2018:�https://enactafrica.org/about-

us/w
hat-w

e-do
（
11
）�

M
.Z.�N

jeum
a,�

“Cam
eroon-N

igeria�Frontier:�A
�M

odel�for�Culture�of�Peace,�1810-1111,

”�2(3

）�Journal of the C
am

eroon 
A

cadem
y of Sciences,�2002,�110.

（
12
）�

M
alcolm

�N
.�Shaw

,�

“Peoples,�T
erritorialism

�and�Boundaries,

”�3�E
uropean Journal of International Law

�

（hereinafter�cited�
as�

“EJIL
”),1111,�481-410.

（
13
）�

O
benga�O

duntan,�International Law
 and Boundary D

isputes in A
frica,�O

xon/�N
ew

�Y
ork,�2011,�200.

（
14
）�

実
際
、
本
件
裁
判
に
お
い
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
国
境
画
定
の
決
定
的
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
た
地
図
に
関
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
の
不
当
性

を
強
調
し
て
い
た
（N

igeria,�W
ritten�Subm

ission;�Rejoinder�of�the�Federal�Republic�of�N
igeria,�January�2001,�paras.�3.321-3.�

332

）。

（
11
）�

Francis�N
guendi�Ikom

e,�
“The�Inviolability�of�A

frica'S�Colonial�Boundaries:�Lessons�from
�the�Cam

eroon–N
igeria�Border�

Conflict,

”�41�O
ccasional�Paper,�Institute�for�Global�D

ialogue,�2004,�2-31.

（
11
）�

O
duntan,�supra�note�

（13),�200.　

（
11
）�

財
源
又
は
専
門
分
野
で
の
人
材
不
足
等
か
ら
、
一
部
分
を
除
き
、
二
〇
〇
八
年
現
在
で
の
状
況
は
三
五
％
程
度
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
Ａ

Ｕ
を
中
心
に
物
理
的
画
定
計
画
が
進
め
ら
れ
、
二
〇
一
二
ま
で
に
物
理
的
境
界
設
置
の
完
了
を
予
定
し
て
い
る
（A

frican�U
nion�Border�

Governance�Strategy,�D
raft,�N

ovem
ber�2011,�8

）。
な
お
、
同
一
国
が
統
治
し
た
植
民
地
の
場
合
に
は
、
行
政
的
境
界
線
が
物
理
的
に

設
置
さ
れ
な
く
て
も
大
き
な
支
障
が
な
か
っ
た
た
め
、
物
理
的
境
界
が
存
在
し
な
い
場
合
も
多
い
（Shaw

,�supra�note�

（12),�211

）。

（
18
）�

国
連
憲
章
九
四
条
一
項
。

（
11
）�

T
he�Cham

izal�Case�

（M
exico/�U

nited�States),�11�June�1111,�RIA
A

,�vol.11,�pp.�301-341.

（
20
）�

Convention�Betw
een�the�U

nited�States�of�A
m

erica�and�M
exico,�A

ugust�21�1113,�ratified�on�January�14�1114:�https://
w

w
w

.ibw
c.gov/Files/Cham

izalConvention1113.pdf�
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（
21
）�

ケ
ニ
ア=

エ
チ
オ
ピ
ア
、
エ
チ
オ
ピ
ア=

ス
ー
ダ
ン
、
マ
リ=

モ
ー
リ
タ
ニ
ア
間
等
に
つ
い
て
も
紛
争
の
た
め
に
物
理
的
境
界
の
設
置
が

停
滞
し
て
い
る
（M

alcolm
�N

.�Shaw
,�T

itle to T
erritory in A

frica International Legal Issues,�O
xford/N

ew
�Y

ork/�T
oronto,�

1181,�212-213

）。

（
22
）�

ま
た
境
界
の
座
標
ポ
イ
ン
ト
が
植
民
地
時
代
に
設
置
さ
れ
た
標
石
等
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
場
合
で
も
、
十
分
な
維
持
管
理
が
で
き
な
い
た
め

正
確
な
植
民
地
行
政
的
境
界
線
の
位
置
が
不
明
に
な
る
と
い
う
状
況
も
生
じ
た
。
通
常
は
主
要
な
境
界
地
点
に
標
柱
を
設
置
し
、
標
柱
間
に

補
完
的
に
標
石
（cairn

）
を
設
置
す
る
方
法
が
と
ら
れ
た
が
、
植
物
の
繁
茂
や
、
住
民
に
よ
る
石
製
標
柱
の
利
用
等
に
よ
り
、
消
失
し
た
も

の
も
多
い
（Shaw

,�supra�note�

（21),�211

）。

（
23
）�

M
ashood�Issaka�and�K

apinga�Y
vette�N

gandu,�

“Pacific�Settlem
ent�of�Border�D

isputes:�Lessons�from
�the�Bakassi�A

ffair�
and�the�Greentree�A

greem
ent,

”�International�Peace�Institute,�2008,�3-4.

（
24
）�

Land�and�M
aritim

e�Boundary�betw
een�Cam

eroon�and�N
igeria�

（Cam
eroon�v.�N

igeria:�Equatorial�Guinea�intervening),�
Judgm

ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�
（hereinafter�cited�as�

“Judgm
ent,�I.�C.�J.�Reports�2002

”),�p.411,�para.321.

（
21
）�

英
領
カ
メ
ル
ー
ン
と
仏
領
カ
メ
ル
ー
ン
と
は
公
用
語
、
政
治
制
度
、
文
化
が
異
な
っ
て
い
た
。

（
21
）�

英
領
カ
メ
ル
ー
ン
は
英
領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
と
一
体
と
し
て
統
治
さ
れ
た
結
果
、
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
と
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
と
は
政
治
、
経
済
、
文
化
、

住
民
の
生
活
面
で
深
い
繋
が
り
が
形
成
さ
れ
た
。
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
南
部
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
北
部
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
い
こ
と
か
ら

南
北
に
分
割
さ
れ
た
。
英
領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
お
よ
び
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
で
は
英
語
を
公
用
語
と
し
、英
語
を
教
育
言
語
と
す
る
英
語
圏
と
な
り
、

司
法
制
度
は
コ
モ
ン
ロ
ー
を
採
用
し
、
教
育
、
通
貨
、
社
会
規
範
は
英
国
モ
デ
ル
に
倣
っ
た
。
他
方
、
仏
領
カ
メ
ル
ー
ン
で
は
中
央
集
権
的

政
治
制
度
の
下
で
、
同
化
政
策
が
実
施
さ
れ
、
民
主
化
は
遅
れ
た
。
英
語
圏
カ
メ
ル
ー
ン
と
フ
ラ
ン
ス
語
圏
カ
メ
ル
ー
ン
と
の
間
に
は
事
実

上
の
境
界
が
存
在
し
た
。International�Crisis�Group,�

“Cam
eroon's�A

nglophone�Crisis�at�the�Crossroads,

”�210�A
frica R

eport,�
2�A

ugust�2011,�2.

（
21
）�

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
に
は
土
地
権
原
が
保
障
さ
れ
、
土
地
所
有
が
認
め
ら
れ
、
教
育
水
準
の
高
い
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
英

領
カ
メ
ル
ー
ン
地
域
に
お
い
て
行
政
お
よ
び
経
済
分
野
で
指
導
的
役
割
に
つ
い
た
（Piet�K

onings,�

“The�A
nglophone�Cam

eroon-
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N
igeria�Boundary:�O

pportunities�and�Conflicts,

”�104/411�A
frican A

ffairs,�211-218

）

（
28
）�

他
方
、
英
語
圏
カ
メ
ル
ー
ン
と
フ
ラ
ン
ス
語
圏
カ
メ
ル
ー
ン
と
の
間
に
は
事
実
上
の
境
界
が
存
在
し
た
（International�Crisis�Group,�

supra�note�

（21),�2

）。
自
治
権
付
与
等
に
よ
り
植
民
地
支
配
体
制
が
弱
ま
る
状
況
に
お
い
て
、
行
政
的
境
界
線
の
問
題
は
国
際
政
治
の
緊
急

課
題
か
ら
除
外
さ
れ
た
（K

onings,�supra�note�

（21),�218

）。

（
21
）�
一
九
五
四
年
、
英
国
は
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
南
部
に
限
定
的
自
治
を
付
与
し
た
後1118

年
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
内
で
の
完
全
な
地
方
自
治
体

と
し
て
の
地
位
を
付
与
し
、
間
接
統
治
制
度
の
下
で
、
植
民
地
以
前
に
存
在
し
た
伝
統
的
組
織
は
維
持
さ
れ
、
報
道
の
自
由
、
複
数
政
党
制
、

民
主
的
政
権
交
代
と
い
っ
た
自
治
形
態
が
導
入
さ
れ
た
（K
onings,�supra�note�

（21),�218-283

）。

（
30
）�

Report�of�the�V
isiting�M

ission,�1118,�T
/1441�and�A

dd.i,�para.110.

（
31
）�

国
連
は
南
部
カ
メ
ル
ー
ン
単
独
で
国
家
と
し
て
独
立
し
て
も
経
済
的
に
存
続
で
き
ず
、
極
小
国
家
の
創
設
は
避
け
る
の
が
よ
い
と
判
断
し
た
結

果
と
さ
れ
る
（International�Crisis�Group,�supra�note�

（21),�2;�Piet�K
onings,�supra�note�

（21),�211

）。
も
し
も
独
立
ま
た
は
信
託

統
治
継
続
の
選
択
肢
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
選
択
さ
れ
た
と
み
る
見
解
が
あ
る
（Piet�K

onings�and�F.�B.�N
yam

njoh,�

‘T
he�A

nglophone�
Problem

�in�Cam
eroon',�31(2

）�T
he Journal of M

odern A
frican Studies,�1111,�201–221

）。

（
32
）�

住
民
投
票
は
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
北
部
で
は
一
九
五
九
年
に
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
へ
の
編
入
に
よ
り
独
立
を
達
成
す
る

こ
と
を
決
定
し
、
五
月
三
一
日
、
北
部
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
北
部
州
に
統
合
さ
れ
た
。
南
部
で
は
治
安
悪
化
に
よ
り
予
定
よ
り
遅
れ
、1111

年
、
二
一
か
所
の
投
票
所
に
お
い
て
実
施
さ
れ
、
七
三
％
が
カ
メ
ル
ー
ン
共
和
国
へ
の
編
入
を
選
択
し
た
（U

N
GA

�Res.�1108�

（X
V

),�21�
A

pril�1111;�

（M
olem

�Christopher�Sam
a�and�D

ebora�Johnson-Ross,�

“Reclaim
ing�the�Bakassi�K

ingdom
:�T

he�A
nglophone�

Cam
eroon–N

igeria�Border,

”�13�and�14�A
frika Zam

ani,�Council�for�the�D
evelopm

ent�of�Social�Science�Research�in�A
frica�

and�A
ssociation�of�A

frican�H
istorians,�2001–2001,�103–122

）。

（
33
）�

カ
メ
ル
ー
ン
の
人
口
約
二
，四
〇
〇
万
人
の
う
ち
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
は
約
四
〇
〇-

五
〇
〇
万
人
と
さ
れ
る
（
基
本
情
報
在
日
本
カ
メ
ル
ー
ン

大
使
館http://cam

eroon-em
bassy-jp.org/ja/discover-cam

eroon/

）。

（
34
）�

カ
メ
ル
ー
ン
で
は
仏
・
英
二
カ
国
語
を
公
用
語
と
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
八
州
で
は
フ
ラ
ン
ス
法
を
範
と
す
る
法
体
系
が
、
他
方
ナ
イ
ジ
ェ
リ
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ア
人
が
多
く
居
住
す
る
居
住
す
る
英
語
圏
二
州
（
北
西
州
お
よ
び
南
西
州
）
で
は
英
国
法
を
範
と
す
る
法
体
系
が
施
行
さ
れ
、
議
会
制
度
は

連
邦
議
会
、
英
語
並
び
に
仏
語
各
言
語
圏
の
議
会
お
よ
び
伝
統
的
首
長
議
会
の
計
四
議
会
が
設
立
さ
れ
た
（K

onings,�supra�note�

（21),�
211-218

）。

（
31
）�

一
九
七
二
年
五
月
、
国
名
を
カ
メ
ル
ー
ン
連
合
共
和
国
に
、
そ
の
後
一
九
八
四
年
二
月
、
カ
メ
ル
ー
ン
共
和
国
と
し
た
。

（
31
）�

連
邦
制
廃
止
以
来
、
政
府
の
公
文
書
が
英
語
で
印
刷
さ
れ
た
こ
と
も
、
英
語
圏
地
域
出
身
者
が
国
の
最
高
指
導
者
に
な
る
こ
と
も
な
く
、
ナ

イ
ジ
ェ
リ
ア
人
の
雇
用
機
会
は
劇
的
に
減
少
し
、
活
動
は
制
限
さ
れ
た
。

（
31
）�

一
九
八
五
年
、
英
語
圏
の
分
離
活
動
家
は
カ
メ
ル
ー
ン
政
府
に
対
し
、
ア
ン
バ
ゾ
ニ
ア
共
和
国
と
し
て
の
独
立
を
要
求
し
た
が
却
下
さ
れ
、

活
動
家
は
拘
束
さ
れ
た
。
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
日
に
も
ア
ン
バ
ゾ
ニ
ア
の
分
離
独
立
が
宣
言
さ
れ
、
そ
の
後
も
分
離
運
動
は
治
ま
る
気
配

は
な
い
。Gareth�Brow

ne,�
“Dispatch:�Cam

eroon's�Separatist�M
ovem

ent�Is�Going�International,

”�Foreignpolicy,�13�M
ay�

2011,�https://foreignpolicy.com
/2011/01/13

（
38
）�

Judgm
ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�p.411,�para.321,�V

�

（A

）�（B).�

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
八
つ
の
先
決
的
抗
弁
に
お
い
て
請
求
の
受
理
可
能
性

お
よ
び
管
轄
権
を
争
っ
た
が
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
先
決
的
抗
弁
を
却
下
し
た
。

（
31
）�

SC/11014,�11�A
ugust�2013;�U

nited�N
ations�O

ffi
ce�For�W

est�A
frica�A

nd�T
he�Sahel�

（U
N

O
W

A
S),�Cam

eroon-N
igeria�

M
ixed�Com

m
ission;�https://unow

as.unm
issions.org/cam

eroon-nigeria-m
ixed-com

m
ission

（
40
）�

SG/SM
/11141-A

FR/1131,�14�A
ugust�2008.

（
41
）�

Judgm
ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�p.411,�para.321,�V

�
（A
）�（B).�

（
42
）�

Judgm
ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�para.211

）

（
43
）�

カ
メ
ル
ー
ン
は
同
原
則
を
バ
カ
シ
半
島
の
領
域
主
権
の
根
拠
と
し
た
（Judgm

ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�para.21

）。

（
44
）�

N
igeria,�Rejoinder,�para.2.30.

（
41
）�

一
九
六
〇
年
代
前
半
に
は
チ
ャ
ド
湖
は
水
域
面
積
約
二
五
，〇
〇
〇�

㎢
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
一
五
分
の
一
程
度
と
な
り
、
湖
面

縮
小
後
に
現
れ
た
元
湖
底
に
は
周
辺
諸
国
か
ら
住
民
が
移
住
し
、
一
九
九
四
年
ま
で
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
約
六
万
人
が
居
住
す
る
よ
う
に
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な
っ
た
（
“Handover�of�Lake�Chad�V

illages�Begins,

”�T
he N

ew
 H

um
anitarian,�1�D

ecem
ber　

2003:�http://w
w

w
.the�new

�
hum

anitarian.org/new
s/2003/12/01/handover-lake-chad-villages-begins�;�

“UN
-backed�panel�on�Cam

eroon-N
igeria�border�

dem
arcation�concludes�latest�session,

”�U
N

 N
ew

s Service,�21�A
pril�2013:�https://w

w
w

.refw
orld.org/docid/118118114.

htm
l,�accessed�21�Septem

ber�2011

）。

（
41
）�

Ian�Brow
nlie,�verbatim

,�M
arch�1�2002.

（
41
）�

Jadesola�T
ai�Babatola,�

“Nigerian-Cam
eroon�Boundary�D

ispute:�T
he�Q

uest�for�Bakassi�Peninsular,

”�2011,�1-8:�https://
w

w
w

.researchgate.net/publication/313118248

（
48
）�

Ｌ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
は
、IGN

�France�International�

（Institute�Geographiqué�N
ational�of�France

）
に
調
査
お
よ
び
境
界
画
定
作
業
を
委
託

し
て
、
法
的
境
界
画
定
お
よ
び
物
理
的
画
定
作
業
を
完
了
し
た
（Judgm

ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�paras.34-11

）。

（
41
）�

判
決
は
歴
史
的
凝
固
に
基
づ
く
主
張
に
つ
い
て
、
漁
業
事
件
（
英=

ノ
ル
ウ
ェ
ー
）
判
決
に
お
い
て
ノ
ル
ウ
ェ
ー
勅
令
に
限
定
し
て
適
用
さ

れ
た
極
め
て
論
争
あ
る
理
論
で
あ
り
、
権
原
取
得
態
様
と
し
て
確
立
し
て
い
な
い
と
し
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
主
張
を
否
定
し
た
（Judgm

ent,�
I.C.J.�Reports�2002,�para.11

）。

（
10
）�

判
決
は
植
民
地
行
政
的
境
界
線
は
Ｌ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
開
設
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
画
定
さ
れ
、
カ
メ
ル
ー
ン
に
よ
る
黙
認
は
認
め
ら
れ
ず
、
従
っ
て
ナ

イ
ジ
ェ
リ
ア
に
よ
る
実
効
的
支
配
は
違
法
（contra legem

）
行
為
と
み
な
し
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
主
張
を
否
定
し
た
（Judgm

ent,�I.C.J.�
Reports�2002,�paras.12-11

）。

（
11
）�

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
（
一
）
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
お
よ
び
同
国
民
に
よ
る
長
期
的
占
有
に
基
づ
く
権
原
の
歴
史
的
凝
固
、（
二
）
実
効
的
支
配
す
な
わ

ち
過
去
二
〇-

四
〇
年
間
地
方
当
局
に
よ
り
チ
ャ
ド
湖
地
域
に
お
い
て
徴
税
、
公
序
維
持
、
人
口
調
査
、
司
法
、
教
育
、
健
康
、
選
挙
人
名
簿
、

漁
船
登
録
、
営
業
規
制
、
出
入
国
管
理
、
開
発
支
援
等
の
行
政
権
行
使
お
よ
び
（
三
）
こ
の
間
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
行
為
に
対
す
る
カ
メ
ル
ー

ン
に
よ
る
黙
認
を
根
拠
と
し
て
主
張
し
た
（Ian�Brow

nlie,�verbatim
,�1�M

arch�2002

）。

（
12
）�

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
国
境
委
員
会
（N

ational�Boundary�Com
m

ission,�N
BC

）
長
官A

lhaji�Sadiq�D
iggi

に
よ
る
（Egeran�T

om
w

arri,��

“International�Law
,�Boundary�D

ispute�and�T
erritorial�Redistribution�betw

een�N
igeria�and�Cam

eroon�on�Bakassi�
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Peninsula:�Lim
its�and�Possibilities�for�N

igeria,

”��1(1

）�E
uropean Journal of Business and M

anagem
ent,�2011,�201

）。

（
13
）�

Joseph�C.�A
nene,�T

he International Boundaries of N
igeria 1885–1960: T

he Fram
ew

ork of an E
m

ergent A
frican N

ation,�
Ibadan�H

istory�Series,�N
ew

�Y
ork,�1110,�12-11.

（
14
）�

A
nene,�supra�note�

（13),�111.

（
11
）�

Cam
eroon-N

igeria�Boundary�Geographer,�O
ffice�of�Strategic�and�Functional�Research,�Bureau�of�Intelligence�and�

Research,�
“Cam

eroon-N
igeria�Boundary,

”��12�International Boundary Study,�1111,�p.14.�

一
八
九
九
年
英
国
枢
密
院
令
は
英
独
植
民
地
境
界
線
に
つ
い
て
リ
オ
・
デ
ル
・
レ
イ
右
岸
と
規
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
バ
カ
シ
半
島
は
英
国

南
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
保
護
領
の
一
部
と
さ
れ
た
（N

igeria,�Counter-M
em

orial,�para.1.11

）。
一
九
〇
六
年
、
一
八
九
三
年
条
約
を
補
完
し

て
四
枚
の
地
図
を
添
付
し
た
文
書
に
合
意
し
、
チ
ャ
ド
湖
か
ら
ヨ
ラ
ま
で
を
画
定
し
た
（Ian�Brow

nlie,�A
frican Boundaries: A

 Legal 
and�D

iplom
atic E

ncyclopedia, Institute for International A
ffairs,�Berkeley/�Los�A

ngeles,�1111,�113-181

）。

（
11
）�

Judgm
ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�para.33.�

一
九
一
三
年
条
約
は
、「
国
境
紛
争
の
場
合
に
は
条
約
と
不
可
分
の
一
体
と
す
る
（
添
付
の
）

地
図
を
最
終
的
典
拠
（authority

）
と
し
て
供
せ
ら
れ
る
べ
き
」
と
明
記
し
た
（N

igeria,��Counter-M
em

orial,�para.1.20

）。

（
11
）�

そ
の
た
め
、
後
に
境
界
画
定
文
書
の
解
釈
に
関
す
る
問
題
が
生
じ
た
（K

onings,�supra�note�

（21),�218

）。

（
18
）�

第
一
次
大
戦
後
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
り
、
旧
ド
イ
ツ
領
カ
メ
ル
ー
ン
は
国
際
連
盟
の
下
で
英
仏
の
委
任
統
治
領
土
と
さ
れ
た
。

（
11
）�

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
こ
れ
ら
の
文
書
規
定
に
不
明
確
か
つ
矛
盾
点
が
あ
る
と
し
て
異
議
を
申
立
て
た
が
、
判
決
は
そ
の
異
議
を
受
け
入
れ
ず
、

M
ilner-Sim

on

宣
言
（
一
九
一
九
年
）、H

enderson-Fleuriau

交
換
公
文
（
一
九
三
一
年
）、T

hom
son-M

archand

宣
言
（
一
九
二
九

–

一
九
三
〇
年
）�（Sir�A

rthur�W
atts,�verbatim

,�m
arch�4�2002,�p.41,�para.18;�N

igeria,�Rejoinder,�chap.4

）
に
関
し
て
判
決
は

そ
れ
ら
の
文
書
が
境
界
線
に
関
し
座
標
ポ
イ
ン
ト
お
よ
び
地
理
学
的
経
緯
度
に
よ
り
精
密
に
定
義
し
た
と
判
断
し
た
（Judgm

ent,�I.�C.�J.�
Reports�2002,�paras.33-34,�41-11

）。

（
10
）�

Judgm
ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�para.34.

（
11
）�

こ
の
一
部
分
、Gam

anagaw
a�

第
六
四
標
柱�

か
らK

om
bon

山
山
頂
ま
で
一
一
〇
㎞
の
区
間
に
つ
い
て
物
理
的
境
界
が
設
置
さ
れ
た
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（Judgm
ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�para.11

）。

（
12
）�

た
だ
し
関
係
人
民
の
公
式
な
移
動
ま
た
は
条
約
規
定
の
適
用
に
関
す
る
住
民
監
視
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
関
す
る
情
報
は
な
い
（N

jeum
a,�

supra�note�

（11),�110

）。

（
13
）�
国
際
連
盟
理
事
会
は
委
任
統
治
制
度
監
視
を
目
的
と
し
て
国
際
使
節
団
を
任
命
し
た
。
一
九
三
〇
年
代
末
ま
で
に
植
民
地
統
治
当
局

に
は
境
界
地
帯
の
住
民
か
ら
境
界
線
画
定
に
よ
り
そ
の
日
常
生
活
に
困
難
を
強
い
ら
れ
て
い
る
窮
状
に
関
す
る
数
件
の
請
願
が
送
付
さ
れ
た
。

連
盟
監
督
機
関
に
よ
る
干
与
は
、
こ
れ
ら
の
行
政
的
境
界
線
お
よ
び
境
界
地
帯
住
民
の
平
和
と
安
定
の
問
題
は
受
任
国
の
み
に
任
せ
る
問
題

で
は
な
く
、
国
際
的
関
心
事
項
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
（N

jeum
a,�supra�note�

（11),�110

）。

（
14
）�

K
onings,�supra�note�

（21),�218.

（
11
）�

Judgm
ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�para.82.

（
11
）�

Judgm
ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�para.18;�N

igeria�,�Rejoinder,�Chap.�1.

（
11
）�

M
ap�N

o.1

参
照
。

（
18
）�

両
当
事
国
に
はT

uru

と
そ
の
近
隣
地
域
に
お
い
て
分
水
嶺
を
境
界
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
は
な
い
。

（
11
）�

Judgm
ent,�I.C.J.�Reports�2002�Reports�2002,�para.101.

判
決
は
カ
メ
ル
ー
ン
が
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
領
域
を
侵
食
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。

（
10
）�

N
igeria,�Counter-M

em
orial,�paras.�11.32-11.38.

（
11
）�

Logan-Le�Brun,�procès-verbal.

（
12
）�

Judgm
ent,�I.C.J.�Reports�2002,�paras.141-144.

（
13
）�

T
hom

son-M
archand

宣
言
に
よ
れ
ば
、
境
界
は
「M

ulikia

山
山
頂
か
らT

sikakiri

水
源
に
、K

otcha�

を
英
国
に
、D

um
o

を
フ
ラ
ン

ス
に
委
ね
、
一
九
二
〇
年
九
月
にV

ereker

氏
とPition
氏
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
暫
定
的
四
つ
の
境
界
標
で
示
さ
れ
た
線
に
沿
う
・
・
・
」

（
二
六
条
）
と
規
定
す
る
。
し
か
し
標
石
が
一
つ
み
い
だ
さ
れ
た
が
境
界
標
の
位
置
は
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
同
規
定
は
不
完
全
で
あ
る
。

K
otcha

は
一
九
三
〇
年
代
以
降
拡
張
し
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
は
分
水
嶺
を
超
え
て
南
東
方
向
へ
耕
作
地
を
広
げ
た
が
抗
議
は
な
い
（N

igeria,�
Rejoinder,�paras.1.�10-1.�13

）。
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（
14
）�

Judgm
ent,�I.C.J.�Reports�2002,�para.123.

（
11
）�

K
uli

山
か
らK

otcha

（K
ontcha

）
のBourha

を
含
む
。

（
11
）�
た
だ
し
カ
メ
ル
ー
ン
はLim

ani

（
第
一
地
点
）
区
域
のN

arki�

で
は
四
〇
㎢
等
を
取
得
し
た
（O

duntan,�supra�note�

（13),221

）。

（
11
）�

T
om

w
arri,�supra�note�

（12),�201.

陸
地
境
界
に
お
け
る
紛
争
地
の
う
ち
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
が
取
得
し
た
総
面
積
の
評
価
に
つ
い
て
は
多
様
で
あ
り
、
一
七
〇
㎢
と
す
る
も
の

（Babatola,�supra�note�

（41),�13

）
か
ら
三
，四
一
〇
㎢
と
す
る
も
の
（T

im
�D

aniel,�

“International�Boundary�D
isputes�in�O

il�and�
Gas:�W

hat�Lessons�from
�Past�Resolutions�Can�Y

ou�A
pply�to�Future�Cases?�T

he�Cam
eroon-N

igeria�Exam
ple

”,�paper�
presented�at�the�International�Boundary�D

isputes�in�O
il�and�Gas,�23–24�O

ctober�2003,�H
ouston,�T

exas:�IQ
PC,�2003,�

cited�at�O
duntan,�supra�note�

（13),�221

）
等
が
あ
る
。

（
18
）�

Jim
bare

（
第
一
〇
地
点
）
に
つ
い
て
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
た
。T

hom
son-M

archand

宣
言
に
よ
れ
ば
「A

lantika

山
の
南
峰
か
らM

ali

川
水
源
の
北
へ
二
㎞
地
点
」（
同
宣
言para.31

）
に
つ
い
て
は
実
際
に
現
地
で
は
存
在
せ
ず
、A

lantika

山
脈
か
ら
流

れ
る
水
流
の
名
称
（M

ali

川
）
は
実
際
に
存
在
す
る
名
称
と
異
な
る
。M

ilner-Sim
on�

宣
言
はA

lantika

お
よ
びBalakossa�

（Balkosa

）�

山
を
一
連
の
山
脈
と
み
な
し
、
そ
の
分
水
嶺
を
境
界
と
す
る
が
、
現
実
に
一
連
の
山
脈
ま
た
は
分
水
嶺
は
存
在
し
な
い
。
地
元
住
民
と
の
討

論
か
ら
、Logan-Le�Brun�

議
事
録
に
記
載
さ
れ
た
境
界
は
過
去
七
〇
年
間
継
続
的
に
遵
守
さ
れ
た
境
界
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

従
っ
てT

hom
son-M

archand

宣
言
規
定
はLogan-Le�Brun�

議
事
録
に
照
ら
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
（N

igeria,�Rejoinder,�1.10-
1.11

）。
判
決
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
解
釈
に
従
え
ば
、
カ
メ
ル
ー
ン
に
有
利
な
境
界
画
定
に
な
り
、
カ
メ
ル
ー
ン
は
そ
れ
に
異
議
が
な
い
と
し
て

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
主
張
に
沿
っ
た
判
断
を
し
た
（Judgm

ent,�I.C.J.�Reports�2002,�para.141

）。

N
am

beru

川-Banglang

山
脈
（
第
一
一
地
点
）
に
関
し
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
はT

hom
son-M

archand

宣
言
に
は
判
決
に
影
響
を
及
ぼ

す
性
質
の
（m

aterial�nature

）
基
本
的
誤
り
が
あ
り
、「Baleo

川
とN

oum
berou

川
の
間
の
分
水
嶺
か
ら
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
あ
る

N
am

berus

村
を
曲
が
り
、
こ
の
村
の
北
へ
二
㎞
の
地
点
ま
で
谷
を
北
東
へ
、
次
に
南
東
に
上
る
。
谷
はK

ordo

川
の
水
源
の
南
へ
一
㎞
南

でBanglang

山
脈
を
横
切
る
」（
同
宣
言para.38

）
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
た
（N

igeria,�Counter-M
em

orial,�paras.�1.�
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）。
判
決
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
提
案
す
る
境
界
が
相
応
し
い
と
判
断
し
た
（Judgm

ent,�I.C.J.�Reports�2002,�paras.141-110

）�

が
、

そ
の
結
果
は
カ
メ
ル
ー
ン
に
有
利
と
な
っ
た
。

（
11
）�

M
ap�N

o.2�

参
照
。
バ
カ
シ
半
島
は
面
積
六
六
五
㎢
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
で
覆
わ
れ
た
低
湿
地
に
約
三
〇
万
人
が
居
住
す
る
（U

N
H

CR�
Regional�Representation�for�W

est�A
frica,�N

igeria,�CO
I�Com

pilation,�O
ctober�2011,�RSD

�U
nit,�38

）。

（
80
）�
た
だ
し
保
護
条
約
は
英
国
統
治
権
の
境
界
線
を
画
定
し
て
い
な
い
（Babatola,�supra�note�

（41),�1

）。

（
81
）�

一
八
八
五
年
英
独
合
意
は
、「
ギ
ニ
ア
湾
岸
に
お
い
て
は
、
リ
オ
・
デ
ル
・
レ
イ
川
右
岸
・
・
・
中
央
部
に
お
い
て
は
、
リ
オ
・
デ
ル
・
レ
イ

川
河
口
か
ら
同
右
岸
に
沿
っ
て
源
流
の
方
向
へ
、
そ
こ
か
ら
オ
ー
ル
ド
・
カ
ラ
バ
ル
（O

ld�Calabar

）
ま
た
は
ク
ロ
ス
川
の
左
岸
に
突
き
当

た
り
、同
河
川
を
横
切
っ
た
後
、英
国
海
軍
省
地
図
上
で
東
経
九
度
八
分
に
記
さ
れ
る
急
流
ま
で
を
境
界
線
と
す
る
」
と
規
定
し
た
（N

igeria,�
Counter-M

em
orial,�para.1.1

）。
一
八
八
九
年
、
ギ
ニ
ア
湾
沿
岸
の
境
界
と
さ
れ
る
リ
オ
・
デ
ル
・
レ
イ
は
河
川
で
は
な
く
て
入
江
で
あ
り
、

ク
ロ
ス
川
は
河
口
付
近
で
ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
が
分
岐
す
る
水
路
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
同
地
域
で
唯
一
の
河
川
はA

kw
ayafe

（A
kw

a-Y
afe�

/A
kpakorum

）
川
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
（H

ilary�V
.�Lukong,�T

he Cam
eroon-N

igeria Border D
ispute M

anagem
ent and 

R
esolution, 1981-2011: M

anagem
ent and R

esolution, 1981-2011,�Bam
enda�Cam

eroon,�12

）。

（
82
）�

英
独
両
国
は
合
同
調
査
団
に
よ
る
現
地
調
査
お
よ
び
交
渉
に
よ
り
一
八
九
一
年
、A

kw
ayafe

川
を
英
独
間
の
植
民
地
境
界
線
と
す
る
と
合

意
し
、
バ
カ
シ
半
島
は
英
国
か
ら
ド
イ
ツ
に
割
譲
さ
れ
た
が
、
同
合
意
は
批
准
さ
れ
て
い
な
い
（Bruno�Sim

m
a,�verbatim

,�20�February�
2002

）。
一
九
一
三
年
三
月
一
一
日
英
独
条
約
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
、
万
一A

kw
ayafe

川
の
川
筋
が
変
化
す
る
場
合
で
も
境
界
線
に
変

更
は
な
い
こ
と
を
明
記
す
る
。

　

Ikang

付
近
の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
島
を
分
割
す
るA

kw
a-Y

afe�

（A
kpakorum

）
川
（
バ
カ
シ
半
島
西
端
）
の
タ
ー
ル
ウ
ェ
ー
ク
（
等

分
線
）
に
沿
い
・
・
・
バ
カ
シ
ポ
イ
ン
ト
と
キ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
を
結
ぶ
直
線
ま
で
画
定
す
る
。（
一
八
条
）

　

万
一A

kw
a-Y

afe

川
下
流
（
の
川
筋
）
が
変
化
し
、
そ
の
河
口
が
リ
オ
・
デ
ル
・
レ
イ
ま
で
移
動
す
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
バ
カ
シ

半
島
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
領
域
は
ド
イ
ツ
領
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
。（
二
〇
条
）

（
83
）�

Judgm
ent,�I.C.J.�Reports�2002,�para.34.
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（
84
）�

Piet�K
onings,�

“Settling�Border�Conflicts�in�A
frica�Peacefully:�Lessons�learned�from

�the�Bakassi�dispute�betw
een�

Cam
eroon�and�N

igeria,

”�in�Jan�A
bbink�and�M

irjam
�de�Bruijn,�eds.,�Land, Law

 and Politics in A
frica: M

ediating conflict 
and reshaping the state,�Leiden,�2011,�111.

（
81
）�

こ
の
一
部
分
、Gam

anagaw
a�

第
六
四
標
柱�

か
らK

om
bon

山
山
頂
ま
で
一
一
〇km

の
区
間
に
つ
い
て
物
理
的
境
界
が
設
置
さ
れ
た

（Judgm
ent,�I.C.J.�Reports�2002,�para.11

）。
一
九
四
六
年
、
英
国
は
枢
密
院
令
に
よ
り
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
保
護
国
と
英
領
カ
メ
ル
ー
ン
と
の

境
界
を
定
義
し
た
が
、
海
に
近
い
バ
カ
シ
半
島
周
辺
は
規
定
し
て
い
な
い
（N

igeria�Counter-M
em

orial,�paras.1.18-1.11

）。

（
81
）�

ド
イ
ツ
植
民
地
時
代
に
は
湿
地
帯
へ
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
移
住
は
僅
か
で
あ
っ
た
が
、
英
国
委
任
統
治
時
代
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
か
ら
南
部
カ

メ
ル
ー
ン
へ
の
移
住
は
規
制
さ
れ
ず
、
ク
ロ
ス
リ
バ
ー
州
お
よ
び
ア
ク
ワ
・
イ
ボ
ム
州
か
らO

ron

、Efik

、Igubo

、Ibibio

等
の
部
族
が
移

住
し
、
定
住
し
た
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
の
多
く
は
漁
業
に
就
い
て
い
た
（Babatola,�supra note�

（41),�1

）。

（
81
）�

N
dum

be�A
nyu,�

‘T
he�International�Court�of�Justice�and�Border-Conflict�Resolution�in�A

frica:�T
he�Bakassi�Peninsula�

Conflict,

”�18(3

）�M
editerranean Q

uarterly,�2001,�41;�T
om

w
arri,�supra�note�

（12),�201

．

（
88
）�

一
九
八
七
年
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
軍
は
バ
カ
シ
半
島
を
占
拠
し
、
一
九
九
〇
年
、
バ
カ
シ
半
島
南
西
部Jabane

に
橋
頭
堡
を
（
し
か
し
駐
留
は

せ
ず
）、
一
九
九
四
年
、D

iam
ond

に
橋
頭
堡
を
設
置
し
、
以
後
占
拠
を
続
け
た
（O

duntan,�supra�note�

（13),�310

）。

（
81
）�

石
油
資
源
埋
蔵
量
は
世
界
の
一
〇
％
を
占
め
る
と
さ
れ
る
（A

nyu,�supra�note�

（81),�31–11

）。

（
10
）�

K
onings,�supra�note�

（21),�211.

（
11
）�

K
onings,�supra�note�

（84),�201.

（
12
）�

K
onings,�supra�note�

（84),�111.

（
13
）�

Babatola,�supra�note�

（41),�1.

（
14
）�

Christine�H
olzbauer,�

“Révolte�et�répression�dans�les�régions�anglophones�D
éliquescence�du�pouvoir�cam

erounais,

”�le 
M

onde diplom
atique,�D

écem
bre�2018.

（
11
）�

Ian�Brow
nlie,�verbatim

,�1�M
arch�2002/1,�para.124.
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（
11
）�

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
主
張
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。（
一
）
一
八
八
四
年
、
英
国
は
旧
カ
リ
バ
ル
王
お
よ
び
首
長
と
の
間
で
保
護
条
約
を
締
結

し
た
が
、
バ
カ
シ
半
島
の
古
代
の
権
原
は
英
国
に
移
譲
さ
れ
ず
に
旧
カ
リ
バ
ル
王
お
よ
び
首
長
に
存
続
し
て
お
り
、
従
っ
て
一
九
一
三
年
、

英
国
に
は
第
三
者
に
割
譲
す
る
法
的
権
原
は
無
く
、
こ
の
権
原
は
非
植
民
地
化
の
時
点
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
承
継
さ
れ
た
。
旧
カ
リ
バ
ル
王

国
と
の
民
族
的
つ
な
が
り
が
確
立
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
バ
カ
シ
半
島
が
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
の
永
久
的
故
郷
と
し
て
確
立
さ
れ
、
す
な
わ
ち

歴
史
的
権
原
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
一
八
九
九
年
南
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
関
す
る
英
国
枢
密
院
令
は
、
英
独
植
民
地
境
界
線
は

リ
オ
・
デ
ル
・
レ
イ
右
岸
と
規
定
し
、
こ
れ
に
よ
り
バ
カ
シ
半
島
は
英
国
南
部
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
保
護
領
の
一
部
と
さ
れ
、
以
降
、
英
独
境
界

線
の
変
更
は
な
い
。N

igeria,�Counter-M
em

orial,�paras.�1.�18-1.�11.

（
二
）
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
独
立
後
、
妨
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
国
家
と
し
て
の
権
利
を
行
使
し
て
実
効
的
支
配
を
確
立
し
た
。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア

は
現
ア
ク
ワ
・
イ
ボ
ム
州
の
行
政
管
轄
下
に
置
き
、
住
民
に
対
し
、
徴
税
、
教
育
、
保
健
所
、
公
衆
衛
生
サ
ー
ビ
ス
、
司
法
等
の
権
限
を
行

使
し
（Judgm

ent,�I.C.J.�Reports�2002,�p.412,�para.208

）、
船
舶
許
認
可
等
の
行
政
権
を
行
使
し
、
ま
た
一
九
五
三
、一
九
六
三
年
お
よ

び
一
九
九
一
年
、
バ
カ
シ
半
島
の
人
口
を
調
査
し
（1111

年
現
在
、
人
口
一
五
六
．〇
〇
〇
人
）、
住
民
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
議
会
東
部
地

域
議
会
（N

igerian�Federal�legislature�Eastern�Regional�H
ouse�of�A

ssem
bly

）
選
挙
、
ア
ク
ワ
・
イ
ボ
ム
州
に
属
す
るO

kobo/�
O

ron

郡
評
議
会
選
挙
に
参
加
し
た
（Ian�Brow

nlie,�verbatim
,�1�M

arch�2002/1,�para.124

）。

（
三
）
以
上
の
よ
う
な
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
よ
る
主
権
表
示
に
対
し
、
カ
メ
ル
ー
ン
は
一
九
七
二
年
ま
で
カ
メ
ル
ー
ン
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
統
治
に

つ
い
て
抗
議
せ
ず
黙
認
し
た
。
カ
メ
ル
ー
ン
が
村
落
名
称
を
変
更
し
た
の
は
一
九
七
二
年
以
降
で
あ
る
（Judgm

ent,�I.C.J.�Reports�2002,�
p.412,�para.218

）。

（
11
）�

T
om

w
arri,�supra�note�

（12),�201;�A
nene,�supra�note�

（13),�81.

（
18
）�

カ
メ
ル
ー
ン
に
よ
れ
ば
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
外
務
大
臣
か
ら
カ
メ
ル
ー
ン
大
使
へ
の
書
簡
（
一
九
六
二
年
）
お
よ
び
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
法
務
大
臣

書
簡
（
一
九
八
五
年
）
は
、
バ
カ
シ
半
島
が
カ
メ
ル
ー
ン
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
る
内
容
で
あ
り
（M

aurice�M
endelson,�verbatim

,�11�
M

arch�2002

）、
一
九
七
二
年
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
法
務
大
臣
お
よ
び
元
国
際
司
法
裁
判
所
長
官T

aslim
�Elias

は
、
一
九
一
三
年
三
月
英
独
条

約
の
存
在
を
認
め
る
と
明
言
し
た
。�
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（
11
）�

M
alcolm

�Shaw
,�verbatim

,�18�February�2002.
（
100
）�

Jean�Pierre�Cot,�verbatim
,�21�February�2002.

（
101
）�
判
決
は
一
八
八
四
年
保
護
条
約
に
関
す
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
解
釈
に
関
し
て
は
必
要
な
証
拠
を
欠
く
と
し
、
従
っ
て
一
九
一
三
年
英
独
条
約

の
時
点
で
英
国
は
バ
カ
シ
半
島
権
原
を
ド
イ
ツ
に
引
き
渡
す
こ
と
を
含
め
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
関
し
て
ド
イ
ツ
と
の
行
政
的
境
界
線
を
画
定

す
る
地
位
に
あ
っ
た
と
し
た
（Judgm

ent,�I.C.J.�Reports�2002,�p.412,�para.208

）。
ま
た
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
よ
る
バ
カ
シ
半
島
占
有
は

限
定
的
期
間
で
あ
り
、
抗
議
な
く
平
穏
な
占
有
に
基
づ
く
歴
史
的
凝
固
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
（Judgm

ent,�I.C.J.�Reports�
2002,�p.414,�para.220

）。

（
102
）�

ヤ
ウ
ン
デ
Ⅱ
宣
言
に
お
け
る
海
洋
境
界
の
始
点
は
一
九
一
三
年
英
独
条
約
に
基
づ
い
て
お
り
、
バ
カ
シ
半
島
は
カ
メ
ル
ー
ン
に
帰
属
す
る
こ

と
を
示
唆
す
る
。
同
条
約
はA

kw
ayafe

川
の
航
行
可
能
水
路
の
中
心
線
と
、Sandy�

ポ
イ
ン
ト
とT

om
�Shot�

ポ
イ
ン
ト
を
結
ぶ
線
を
始

点
と
し
、
海
側
三
カ
イ
リ
ま
で
の
海
域
の
領
海
の
境
界
を
画
定
し
た
（11,20

条N
igeria,�Counter-M

em
orial,�para.8.22

）。

（
103
）�

Judgm
ent,�I.C.J.�Reports�2002,�para.21.

（
104
）�

N
igeria,�Rejoinder,�para.3.�213.

（
101
）�

U
N

O
W

A
,�

“Tow
ards�a�Final�D

elineation�of�the�M
aritim

e�Boundary�betw
een�Cam

eroon�and�N
igeria,

”�Press�Release�
U

N
O

W
A

�2001/08,�D
akar,�11�M

ay�2001:�w
w

w
.un.org/unow

a/unow
a/preleas/pr082001.pdf.

（
101
）�

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
ヤ
ウ
ン
デ
Ⅱ
宣
言
一
九
七
一
と
マ
ル
ア
宣
言
一
九
七
五
は
最
高
軍
事
評
議
会
に
よ
る
批
准
等
の
国
内
法
上
の
手
続
き
を
経

て
い
な
い
国
内
法
違
反
の
合
意
で
あ
り
無
効
と
主
張
し
た
（Judgm

ent,�I.C.J.�Reports�2002,�paras.�241-248

）。

（
101
）�

Judgm
ent,�I.C.J.�Reports�2002,�paras.�211-301.

（
108
）�

カ
メ
ル
ー
ン
は
ギ
ニ
ア
湾
の
凹
型
の
形
状
、
赤
道
ギ
ニ
ア
のBioko
島
の
存
在
、
海
岸
線
の
長
さ
の
差
を
特
別
事
情
と
し
て
考
慮
に
入
れ
、

カ
メ
ル
ー
ン
の
海
域
面
積
を
拡
張
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
（Judgm

ent,�I.C.J.�Reports�2002,�paras.�211-301

）。

（
101
）�

M
ap�N

o.3�

参
照
。
判
決
は
両
国
と
赤
道
ギ
ニ
ア
と
の
間
の
海
洋
境
界
に
つ
い
て
は
判
断
し
て
い
な
い
。
同
国
と
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
二
〇
〇
〇

年
、
海
洋
境
界
に
合
意
し
た
が
、
カ
メ
ル
ー
ン
と
の
間
で
は
合
意
が
な
い
。Lukong,�supra�note�

（81),�141-148.
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（
110
）�

T
om

w
arri,�supra�note�

（12),�201.

チ
ャ
ド
湖
か
ら
バ
カ
シ
半
島
区
間
の
境
界
画
定
に
よ
り
、
ボ
ル
ノ
州
（Borno�State

）、
ア
ダ
マ
ワ
州
（A

dam
aw

a�State

）
六
〇
㎢
、
タ

ラ
バ
州
（T

araba�State

）
の
七
五
㎢
を
含
む
九
〇
㎢
、
ベ
ヌ
エ
州
（Benue�State

）
ま
で
の
二
九
七
．九
一
㎢
に
つ
い
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
へ

の
帰
属
が
判
断
さ
れ
た
。
な
お
、
陸
地
境
界
に
お
け
る
紛
争
地
の
う
ち
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
が
取
得
し
た
総
面
積
の
評
価
に
つ
い
て
は
前
掲
注

（
11
）
参
照
。

（
111
）�

D
aniel,�supra�note�

（11).

（
112
）�

Judgm
ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�para.311.

（
113
）�

口
頭
弁
論
で
の
カ
メ
ル
ー
ン
代
理
人
に
よ
る
陳
述
は
以
下
の
と
お
り
。「
カ
メ
ル
ー
ン
に
居
住
す
る
三
〇
〇
万
人
以
上
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
は
、

如
何
な
る
制
限
も
な
し
に
、
様
々
な
活
動
を
し
、
カ
メ
ル
ー
ン
社
会
に
う
ま
く
統
合
さ
れ
て
い
る
。
厚
遇
と
寛
容
と
い
う
伝
統
的
政
策
に
忠

実
に
従
い
、
カ
メ
ル
ー
ン
は
バ
カ
シ
半
島
及
び
チ
ャ
ド
湖
地
域
に
居
住
す
る
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
へ
の
保
護
を
継
続
す
る
」（I.C.J.�Reports,�

2002,�para.311

）。
な
お
、
当
事
国
は
こ
の
約
束
へ
の
留
意
を
裁
判
所
に
要
請
し
て
い
な
い
。

（
114
）�

Judgm
ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�paras.�101,�120�and�311.

（
111
）�

M
alcolm

�N
.�Shaw

,�

“Self-D
eterm

ination,�H
um

an�R
ights,�and�the�A

ttribution�of�T
erritory,

”�From
 B

ilateralism
 to 

Com
m

unity Interest: E
ssays in H

onour of Judge Bruno Sim
m

a,�O
xford,�2011,�101.

（
111
）�

A
loysius�P.�Llam

zon�,�

“Jurisdiction�and�Com
pliance�in�Recent�D

ecisions�of�the�International�Court�of�Justice,

”�18(1

）�
E

JIL,�2008,�831-831.

（
111
）�

E
kpotuatin�C

harles�A
riye,�

“Nigeria,�C
am

eroon�and�the�Bakassi�T
erritorial�D

ispute�Settlem
ent:�T

he�T
rium

ph�of�
Bilateralism

,

”�38�International A
ffairs and G

lobal Strategy,�2011,�18;�T
om

w
arri,�supra�note�

（12),�208.

（
118
）�

南
カ
メ
ル
ー
ン
人
民
機
構
（SCA

PO
/�Southern�Cam

eroons�People's�O
rganization

）
は
二
〇
〇
一
年
、
旧
英
国
南
カ
メ
ル
ー
ン
暫
定

統
治
機
構
（Ex-British�Southern�Cam

eroons�Provisional�A
dm

inistration

）
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
南
部
カ
メ
ル
ー
ン
独
立
を
模
索
す

る
分
離
運
動
活
動
集
団
で
あ
る
（K

onings,�supra�note�

（21),�283

）。
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（
111
）�

Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｏ
は
南
部
カ
メ
ル
ー
ン
人
民
が
独
立
国
を
樹
立
す
る
権
利
―
自
決
権
―
を
認
め
、
か
つ
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
が
南
部
カ
メ
ル
ー
ン

を
カ
メ
ル
ー
ン
共
和
国
の
不
可
分
の
一
部
と
し
て
扱
う
こ
と
を
永
久
に
差
し
控
え
る
命
令
を
示
す
よ
う
請
求
し
た
。
二
〇
〇
二
年
三
月
、
連

邦
最
高
裁
は
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｏ
の
請
求
を
全
面
的
に
認
め
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
こ
の
問
題
を
提
訴
し
、
お
よ
び
南

部
カ
メ
ル
ー
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
地
理
的
領
域
の
人
民
の
自
決
の
た
め
に
、
国
連
総
会
お
よ
び
そ
の
他
の
関
連
国
際
機
構
に
本
件
を
提
出

し
う
る
、
と
す
る
判
決
を
示
し
た
。
た
だ
し
国
際
司
法
裁
判
所
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
国
内
裁
判
所
の
判
決
は
考
慮
し
て
い
な
い
（T

he�Banjul�
Com

m
uniqué�31th�Session�of�the�A

frican�Com
m

ission�on�H
um

an�and�Peoples�Rights�Re:�Com
m

unication�N
o�211/2003

）。

　

ま
た
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
司
法
長
官
は
判
決
に
関
し
、
バ
カ
シ
半
島
に
お
け
る
住
民
投
票
結
果
を
無
視
し
た
こ
と
は
差
別
的
で
あ
り
、
同
領
域

住
民
の
父
祖
伝
来
の
土
地
に
生
活
す
る
権
利
、
関
係
人
民
の
同
意
ま
た
は
適
正
な
協
議
な
し
に
外
国
へ
の
従
属
を
課
さ
れ
る
の
は
、
国
連
憲

章
お
よ
び
Ｏ
Ａ
Ｕ
憲
章
の
目
的
と
原
則
に
反
す
る
と
抗
議
し
た
（N

ella�A
ndem

-Ew
a,�

“Bakassi:Legal�O
ptions�for�N

igeria,

”�T
his�

D
ay,�Lagos,�3�D

ecem
ber�2002:�http://allafrica.com

/stories/200212030211.htm
l

）。

（
120
）�

Sam
a�and�Johnson-Ross,�supra�note�

（32),�111-111.

（
121
）�

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
紛
争
領
域
に
関
し
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
住
民
の
「
父
祖
伝
来
の
故
国
」
で
あ
る
と
い
う
「
基
本
的
事
実
を
考
慮
し
て
い
な
い
と

す
る
方
針
説
明
書
（position�paper

）
を
提
出
し
た
（Issaka�and��N

gandu,�supra�note�

（23),�4

）。

（
122
）�

Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
は
、
両
当
事
国
か
ら
の
各
六
名
お
よ
び
国
連
専
門
家
で
構
成
さ
れ
、
第
一
回
会
議
は
二
〇
〇
二
年
一
二
月
一-

二
日
、
以
後
二
カ

月
に
一
回
、
ア
ブ
ジ
ャ
、
ヤ
ウ
ン
デ
で
交
互
に
合
計
五
〇
回
以
上
、
一
〇
年
余
り
の
間
機
能
を
果
た
し
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
合
意
を
通
じ
て

委
員
会
の
権
威
が
醸
成
さ
れ
た
。
初
代
委
員
長
は
事
務
総
長
特
別
代
表/

国
連
特
使
オ
ウ
ル
ド-

ア
ブ
ダ
ラ
（A

hm
edou�O

uld-A
bdallah/�

モ
ー
リ
タ
ニ
ア
）
が
務
め
、
二
〇
〇
七�

年
にH

.�E.�Lam
ine�Cisse

、
二
〇
〇
八
年
に�Saïd�D

jinnit

が
引
き
継
い
だ
。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
委
員

代
表
に
はBola�A

jibola�

（
元
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
司
法
長
官
、法
相
、Ｉ
Ｃ
Ｊ
裁
判
官
）、カ
メ
ル
ー
ン
委
員
代
表
に
はA

m
adou�A

li

（
カ
メ
ル
ー

ン
法
相
）
が
任
命
さ
れ
、
国
連
西
ア
フ
リ
カ
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｗ
Ａ
）
が
、
判
決
の
追
跡
調
査
と
プ
ロ
セ
ス
進
展
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

Gbenga�O
duntan,�

“Repatriation�of�A
frica:�Im

perative�of�the�A
frican�U

nion�Boundary�Program
m

e�W
ithin�Contem

porary�
International�Law

�and�Practice,

”�1（1

）�A
frican Journal of Law

 and Crim
inology,�2011,�pp.�110;�O

duntan,�supra�note�（13

）,�
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221-221.�

（
123
）�

Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
の
任
務
と
し
て
は
判
決
が
示
唆
す
る
す
べ
て
、
す
な
わ
ち
両
国
の
影
響
を
受
け
る
住
民
の
権
利
保
護
の
必
要
性
、
バ
カ
シ
半
島
の

最
終
的
非
武
装
化
と
撤
退
監
視
の
た
め
の
国
際
要
因
の
可
能
性
を
含
め
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
行
政
機
関
、
軍
隊
お
よ
び
警
察
隊
の
カ
メ
ル
ー
ン

領
域
か
ら
の
撤
退
、
権
限
移
譲
、
領
域
の
非
武
装
化
お
よ
び
陸
地
境
界
線
の
物
理
的
画
定
を
含
む
陸
地
お
よ
び
海
域
境
界
の
画
定
プ
ロ
セ
ス

の
遂
行
を
含
め
、
判
決
実
施
の
具
体
的
方
法
を
見
出
す
こ
と
と
さ
れ
た
（Joint�Com

m
uniqué�Establishing�the�Cam

eroon-N
igeria�

M
ixed�Com

m
ission�

（CN
M

C),�Geneva,�11�N
ovem

ber�2002,�SG/SM
/8411,�A

FR/111

）。
さ
ら
に
カ
メ
ル
ー
ン
と
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア

共
同
の
新
規
経
済
開
発
事
業
と
国
境
を
超
え
た
協
力
の
実
施
に
向
け
て
活
動
し
た
（K

onings,�supra�note�

（84),�200

）。

（
124
）�

物
理
的
画
定
小
委
員
会
は
、
各
当
事
国
か
ら
法
律
家
、
測
量
技
師
、
地
学
者
、
地
図
製
作
分
野
の
専
門
家
を
含
む
七
名
、
お
よ
び
国
連
専
門

家
で
構
成
さ
れ
た
。

（
121
）�

報
告
書
に
お
け
る
名
称
は
「
判
決
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
人
民
の
状
況
を
認
定
し
、
評
価
し
、
そ
の
権
利
保
護
の
た
め
の
政
治
的
外
交
的
手

順
の
確
立
を
任
務
と
す
る
委
員
会
」。

（
121
）�

国
際
文
民
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
は
法
律
家
、
学
識
経
験
者
、
軍
お
よ
び
国
連
代
表
で
構
成
さ
れ
る
。

（
121
）�

W
orking�Group�on�the�W

ithdraw
al�and�T

ransfer�of�A
uthority.　

両
当
事
国
各
一
〇
名
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
。
軍
・
警
察
・
行

政
機
構
の
撤
退
と
行
政
権
限
移
譲
に
関
す
る
作
業
は
、
複
雑
か
つ
慎
重
を
要
す
る
性
格
の
任
務
で
あ
る
た
め
、
具
体
的
詳
細
な
作
業
工
程

に
沿
っ
て
一
段
階
ず
つ
作
業
を
進
め
、
段
階
ご
と
に
両
当
事
国
大
統
領
と
国
連
事
務
総
長
の
承
認
を
要
し
た
（N

igeria,�Cam
eroon�Sign�

A
greem

ent�Ending�D
ecades-O

ld�Border�D
ispute;�Sets�Procedures�for�N

igerian�W
ithdraw

al�from
�Bakassi�Peninsula,�12�

June�2001,�A
FR/1311

）。

（
128
）�

W
orking�Group�on�M

aritim
e�Boundary.　

海
域
境
界
画
定
の
責
任
に
あ
た
り
、
測
量
技
師
、
地
学
者
、
水
界
地
理
学
、
地
図
製
作
者
、

海
洋
学
者
、
法
律
家
で
構
成
さ
れ
た
。
海
域
境
界
小
委
員
会
は
結
成
当
初
か
ら
海
洋
境
界
に
ま
た
が
る
炭
化
水
素
資
源
に
つ
い
て
資
源
共
有

レ
ジ
ー
ム
に
つ
い
て
検
討
し
た
（O

duntan,�supra�note�

（122

）,�114
）。

（
121
）�

W
orking�Group�on�the�Resettlem

ent�of�those�affected�by�the�International�Court�of�Justice�Judgm
ent�in�the�Lake�Chad�
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area.
（
130
）�
本
部
は
ヤ
ウ
ン
デ
に
設
置
さ
れ
、
一
〇
人
余
り
の
専
門
家
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
・
チ
ー
ム
が
ダ
カ
ー
ル
に
設
置
さ
れ
た
（N

igeria,�Cam
eroon�

Sign�A
greem

ent�E
nding�D

ecades-O
ld�B

order�D
ispute;�Sets�Procedures�for�N

igerian�W
ithdraw

al�from
�B

akassi�
Peninsula,�12�June�2001,�A

FR/1311

）。

（
131
）�

国
際
文
民
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
は
バ
カ
シ
半
島
を
二
カ
月
ご
と
に
訪
問
し
た
（Joy�O

gw
u,�

“Bakassi,�Conflict�Prevention,�and�the�Path�
to�Peace,

”�in�Pacific�Settlem
ent�of�Border�D

isputes:�Lessons�from
�the�Bakassi�A

ffair�and�the�Greentree�A
greem

ent,�
International�Peace�Institute,�2008,�11;�M

aurice�K
am

to,�

“The�Bakassi�A
ffair:�Cam

eroon's�Challenge�for�Peace,

”�ibid.,�
21

）。

（
132
）�

現
場
で
は
様
々
な
問
題
が
生
ず
る
が
、
判
決
は
同
工
程
に
関
し
て
も
具
体
的
に
示
唆
す
る
こ
と
な
く
、
当
事
国
に
任
せ
て
い
る
。

（
133
）�

国
境
の
物
理
的
画
定
費
用
は
約
一
，二
〇
〇
万
ド
ル
と
さ
れ
、
そ
の
う
ち
両
当
事
国
は
各
三
〇
〇
万
ド
ル
、
Ｅ
Ｃ
は
四
〇
万
ユ
ー
ロ
、
英
国
は

一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
拠
出
し
、
二
〇
〇
三
年
四
月
、
世
界
銀
行
が
二
〇
万
ド
ル
の
融
資
を
約
束
し
た
（A

li�T
ouré��and�Sani�M

.�Isa,�

“Post-
Conflict�D

em
arcation�of�A

frican�Boundaries:�T
he�Cam

eroon-N
igeria�Experience,

”�in�Com
m

ission�of�the�A
frican�U

nion,�
D

epartm
ent�of�Peace�and�Security,�A

frican�U
nion�Border�Program

m
e�

（A
U

BP),�D
elim

itation and D
em

arcation of 
Boundaries in A

frica G
eneral Issues and Case Studies,�2nd�ed.,�A

ugust�2014,140;�O
sita�C.�Eze,�

“Nigeria�and�Cam
eroon�

Before�the�International�Court�of�Justice,

”�in�supra�note�

（131),�21

）。
二
〇
〇
五
年
一
一
月
八
日
以
降
、
Ｅ
Ｕ
は
四
〇
〇
万
ユ
ー

ロ
を
追
加
支
援
し
、
カ
ナ
ダ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
も
財
政
支
援
し
、
カ
ナ
ダ
、
イ
タ
リ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ウ
ル
グ
ア
イ
は

実
務
的
技
術
的
側
面
か
ら
軍
事
・
法
律
専
門
家
等
を
派
遣
し
た
（Y

earbook�of�the�U
nited�N

ations�2001,�U
nited�N

ations,�U
nited�

N
ations�Publications,�2001,�218

）。

（
134
）�

“Handover�of�Lake�Chad�V
illages�Begins,

”�The N
ew

 H
um

anitarian,�1�D
ecem

ber�2003:http://w
w

w
.thenew

hum
anitarian.

org/new
s/2003/12/01/handover-lake-chad-villages-begins

（
131
）�

Lukong,�supra�note�

（81),�123;�T
om

w
arri,�supra�note�

（12),�200.
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（
131
）�

N
igeria,�Cam

eroon�Sign�A
greem

ent�Ending�D
ecades-O

ld�Border�D
ispute;�Sets�Procedures�for�N

igerian�W
ithdraw

al�
from

�Bakassi�Peninsula,�12�June�2001,�A
FR/1311.

（
131
）�

チ
ャ
ド
湖
地
域
に
関
し
て
は
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
設
置
か
ら
二
年
余
り
で
権
限
移
譲
が
完
了
し
た
（Lukong,�supra�note�

（81),�128

）。
し
か
し
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
政
府
機
関
が
撤
退
し
た
後
、多
く
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
は
同
地
域
か
ら
退
去
し
、生
活
基
盤
を
喪
失
し
た
（Jen�Banbury,�

“Ground�
T

ruth

”�:�https://w
w

w
.atlasobscura.com

/articles/cam
eroon-nigeria-border-dispute,�accessed�on�1�Septem

ber�2011

）。

（
138
）�

Com
m

uniqué�A
dopted�at�the�2nd�M

eeting�of�the�Cam
eroon–N

igeria�M
ixed�Com

m
ission�Established�Pursuant�to�the�

Joint�Geneva�Com
m

uniqué�of�11�N
ovem

ber�2002�

（A
buja,�4–1�February�2003

）�and�para.4�of�the�Com
m

uniqué�A
dopted�

at�the�3rd�M
eeting�of�the�CN

M
C�

（Y
aoundé,�2–3�A

pril�2003).

（
131
）�

権
限
移
行
期
間
は
当
初
の
予
定
で
は
二
〇
〇
四
年
六
月
一
五
日-

七
月
一
五
日
と
さ
れ
た
が
、
七
月
一
三
日-

一
五
日
に
先
送
り
さ
れ
た
。

（
140
）�

“Three�V
illages�Exchanged�in�Latest�M

ove�to�End�Border�D
ispute,

”��T
he N

ew
 H

um
anitarian,�14�July�2004;�http://

w
w

w
.thenew

hum
anitarian.org/report/10114/cam

eroon-nigeria-three-villages-exchanged-latest-m
ove-end-border-dispute�

（
141
）�

Lukong,�supra�note�

（81),�121.

（
142
）�

Banbury,�supra�note�

（131).

（
143
）�

影
響
を
受
け
る
住
民
の
権
利
保
障
小
委
員
会
は
報
告
書
に
お
い
て
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
バ
カ
シ
半
島
権
限
移
譲
工
程
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
四

年
七
月
一
五
日-

九
月
一
五
日
と
予
定
し
た
（A

.I.�A
siw

aju,�

“The�Factor�of�A
ffected�Local�Populations,

”�in�D
elim

itation and 
D

em
arcation of Boundaries in A

frica G
eneral Issues and Case Studies,�Com

m
ission�of�the�A

frican�U
nion,�D

epartm
ent�of�

Peace�and�Security,�A
ddis�A

baba,�2nd�ed.,�A
ugust�2014,�141

）。

（
144
）�

Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
は
バ
カ
シ
半
島
の
移
譲
実
施
工
程
を
二
〇
〇
四
年
八
月
二
〇
日–

九
月
一
三
日
、
同
地
引
渡
し
に
関
す
る
公
式
式
典
を
九
月
一
四–

一
五
日
と
予
定
し
、
バ
カ
シ
半
島
住
民
の
基
本
権
保
障
に
関
す
る
協
定
（protocol�agreem

ent

）
の
締
結
を
諮
り
、
八
カ
月
間
交
渉
し
た
が
、

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
の
人
権
保
護
へ
の
懸
念
、
住
民
の
抵
抗
等
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
（Lukong,�supra�note�

（81),�131-134

）。

（
141
）�

二
〇
〇
四
年
一
月
三
一
日
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の
三
者
会
談
後
、
共
同
声
明
、
す
べ
て
の
民
兵
お
よ
び
警
察
隊
を
相
手
国
帰
属
と
さ
れ
た
地
域
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か
ら
撤
退
を
含
む
、
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
包
括
的
解
決
計
画
が
合
意
し
た
。
し
か
し
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
二
〇
〇
四
年
九
月
一
五
日
へ
の
延
期

を
カ
メ
ル
ー
ン
に
要
請
し
、
二
〇
〇
四
年
七
月
二
八
日-

二
九
日
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
大
統
領
は
カ
メ
ル
ー
ン
に
公
式
訪
問
し
、
バ
カ
シ
半
島

か
ら
の
軍
隊
（
兵
士
三
，〇
〇
〇
人
）
撤
退
に
関
す
る
約
束
を
尊
重
し
て
い
る
と
伝
え
、
監
視
団
を
判
決
実
施
プ
ロ
セ
ス
の
適
正
な
進
展
を
確

信
さ
せ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
日
後
の
二
〇
〇
四
年
八
月
二
日
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
理
由
を
明
示
せ
ず
バ
カ
シ
半
島
か
ら
の
撤
退
を
一
方

的
に
停
止
し
た
。Issaka�and�N

gandu,�supra�note�

（23),�4.

（
141
）�

A
greem

ent�Betw
een�the�Republic�of�Cam

eroon�and�the�Federal�Republic�of�N
igeria�Concerning�the�M

odalities�of�
W

ithdraw
al�and�T

ransfer�of�A
uthority�in�the�Bakassi�Peninsula�

（hereinafter�cited�as�

“Greentree�A
greem

ent

”）,�
Greentree,�N

ew
�Y

ork,�12�June�2001,�T
reaty�Series�2142�N

o.�41314.　

同
合
意
書
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
の
グ

リ
ー
ン
ツ
リ
ー
で
署
名
さ
れ
、
国
連
事
務
総
長
お
よ
び
独
、
米
、
仏
、
英
国
代
表
が
証
人
と
し
て
立
会
っ
た
。

（
141
）�

Greentree�A
greem

ent,�A
nnex�I

。

（
148
）�

Greentree�A
greem

ent,�art.�1.1
。

（
141
）�

同
委
員
会
の
任
期
は
移
譲
特
別
暫
定
制
度
終
了
予
定
の
二
〇
一
三
年
ま
で
と
さ
れ
た
。

（
110
）�

T
reaty�of�Calabar�betw

een�Cam
eroon�and�N

igeria,�A
ugust�14,�2008.　

権
限
移
譲
記
念
式
典
に
は
、
Ｓ
Ｇ
代
表
の
外
、
グ
リ
ー
ン

ツ
リ
ー
合
意
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
委
員
会
議
長
、
英
、
ド
イ
ツ
、
米
、
フ
ラ
ン
ス
、
代
表
参
加
、
ク
ロ
ス
リ
バ
ー
州
知
事
が
参
加
し
た
。

（
111
）�

SC/11014;�U
N

O
W

A
S,�

“Cam
eroon-N

igeria�M
ixed�Com

m
ission,

”�United�N
ations�O

ffi
ce�for�W

est�A
frica�and�the�Sahel,�21�

A
pril�2011�:�https://unow

as.unm
issions.org/cam

eroon-nigeria-m
ixed-com

m
ission,�accessed�on�1�M

arch�2011;�Constance�
Johnson,�

“Cam
eroon;�N

igeria:�Bakassi�Peninsula�T
ransition�Com

pleted,

”�23�A
ugust,�2013:�https://w

w
w

.loc.gov/law
/

foreign-new
s/article/cam

eroon-nigeria-bakassi-peninsula-transition-com
pleted/.�

た
だ
し
グ
リ
ー
ン
ツ
リ
ー
合
意
義
務
履
行
に
関

す
る
監
視
規
定
は
無
く
、
履
行
は
確
保
さ
れ
て
い
な
い
（A

konye�Enyiom
a�Joseph,�

“Bakassi�Peninsula�Contestation:�T
he�Failure�

of�the�Green�T
ree�A

greem
ent�to�Resolve�the�Bakassi�Issue,�2001-2018,

”��1(2

）�International Journal of Scientific and�
R

esearch Publications,�February�2011,�413

）。
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（
112
）�

Ｊ
Ｔ
Ｔ
は
国
連
地
理
空
間
情
報
官
（Geospatial�Inform

ation�offi
cer

）、
土
木
技
術
、
測
量
、
地
図
製
作
を
含
め
、
歴
史
、
法
、
外
交
、
座

標
ポ
イ
ン
ト
を
解
読
す
る
言
語
能
力
、
科
学
、
技
術
分
野
の
見
識
を
備
え
た
要
員
お
よ
び
当
事
国
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。

（
113
）�

Prabhakar�Sharm
a,�

“Nigeria-Cam
eroon�Border�D

em
arcation�at�a�Glance�and�Lessons�Learned�for�N

epal,

”�14�N
epalese�

Journal�on�Geoinform
atics,�Survey�D

epartm
ent,�N

epal,�2011,�33-31.

（
114
）�

Sharm
a,�supra�note�

（113).

（
111
）�

Banbury,�supra�note�

（131).

（
111
）�

Judgm
ent,�I.�C.�J.�Reports�2002,�para.141.

（
111
）�

O
duntan,�supra�note�

（13),�311,�A
ppendix�V

.

（
118
）�

T
ouré�and�Isa,�supra�note�

（133),�111.

（
111
）�

第
三
区
分
に
お
い
て
一
チ
ー
ム
はA

lanntika

山
地
区
か
らK

otcha�

（K
ontcha

）、
北
部
お
よ
び
カ
メ
ル
ー
ン
のA

dam
aw

a

州
に
及
ぶ

三
〇
〇
㎞
、
他
チ
ー
ム
は
南
方
地
域
で
の
二
四
五
㎞
を
画
定
し
た
（Lukong,�supra�note�

（81),�131-140

）。

（
110
）�

作
業
工
程
で
は
厳
し
い
地
形
に
加
え
、
雨
期
と
悪
天
候
に
よ
り
予
定
を
常
に
超
過
し
て
い
た
。

（
111
）�

Banbury,�supra�note�

（131).

（
112
）�

標
柱
建
造
地
点
の
正
確
な
位
置
確
認
の
た
め
の
衛
星
電
波
受
信
用
ア
ン
テ
ナ
を
国
境
地
帯
の
随
所
に
設
置
し
た
。
国
境
地
帯
に
は
砂
漠
、
熱

帯
雨
林
、
山
岳
地
帯
、
住
民
が
生
活
基
盤
と
す
る
地
域
が
含
ま
れ
た
（Banbury,�supra�note�

（131

））。

（
113
）�

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
国
家
国
境
委
員
会
（N

ational�Boundary�Com
m

ission

）
を
、カ
メ
ル
ー
ン
は
法
務
省
を
物
理
的
画
定
担
当
部
局
と
し
た
。

（
114
）�

二
〇
〇
五
年
七
月
二
六
日-

二
七
日
の
担
当
者
会
議
報
告
書
に
関
し
Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
は
二
〇
〇
六
年
九
月
、
Ｊ
Ｔ
Ｔ
に
対
し
、M

ada-Sahle-
Zigague

地
点
に
関
し
て
再
調
査
お
よ
び
判
決
に
一
致
し
た
地
図
製
作
を
指
示
し
た
（Lukong,�supra�note�

（81),�141;�O
benga�O

duntan,�

“The�D
em

arcation�of�Straddling�V
illages�in�A

ccordance�w
ith�the�International�Court�of�Justice�Jurisprudence:�T

he�
Cam

eroon-N
igeria�Experience,

”�1(1

）�Chinese Journal of International Law
,�2001,�84

）。

（
111
）�

陸
地
境
界
画
定
小
委
員
会
は
中
断
な
し
に
活
動
を
継
続
し
、
二
〇
一
一
年
七
月
ま
で
に
標
柱
設
置
点
の
現
地
評
価
の
作
業
を
完
了
し
た
の
は
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陸
地
国
境
一
，九
五
〇
㎞
の
う
ち
一
，六
〇
〇
㎞
、
陸
地
境
界
全
体
の
八
二
％
で
あ
っ
た
（Lukong,�supra�note�

（81),�131-140;�T
ouré�

and�Isa,�supra�note�

（133),�112

）。

（
111
）�
殊
に
二
〇
〇
九�

年
以
降
、
チ
ャ
ド
湖
流
域
地
域
と
カ
メ
ル
ー
ン
の
北
部
州
に
お
い
て
、
武
装
強
盗
、
お
よ
び
テ
ロ
集
団
ボ
コ
ハ
ラ

ム
が
北
部
国
境
地
帯
に
出
没
し
、
拉
致
、
人
質
等
の
犯
罪
行
為
の
標
的
と
さ
れ
る
危
険
が
激
化
し
た
（
安
全
保
障
理
事
会
議
長
声
明�

S/PRST
/2011/4

）。

（
111
）�

二
〇
一
七
年
一
月
三
一
日
、K

ontcha/K
ocha

の
標
柱
建
設
作
業
現
場
が
武
装
集
団
に
よ
り
襲
撃
を
受
け
、
混
合
委
員
会
の
国
連
支
援
チ
ー

ム
の
メ
ン
バ
ー
五
人
が
死
亡
し
た
（CN

M
C,�

“The�goal�of�the�CN
M

C�is�to�facilitate�the�im
plem

entation�of�the�10�O
ctober�

2002�judgm
ent�of�the�International�Court�of�Justice�

（ICJ

）�on�the�Cam
eroon-N

igeria�boundary�dispute,

”�UN
O

W
A

S,�1�
July�2011:�https://unow

as.unm
issions.org/cam

eroon-nigeria-m
ixed-com

m
ission,�accessed�on�21�Septem

ber�2011

）。

（
118
）�

Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
に
よ
る
標
柱
埋
設
契
約
履
行
を
認
め
た
国
連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
サ
ー
ビ
ス
機
関
（U

nited�N
ations�O

ffi
ce�for�Project�Services/�

U
N

O
PS

）
に
よ
る
当
初
の
計
画
で
は
主
要
標
柱
は
五
㎞
間
隔
、
二
次
的
標
柱
は
五
〇
〇
ｍ
間
隔
で
埋
設
さ
れ
、
主
要
標
柱
総
数
四
〇
〇
本
、

二
次
的
標
柱
総
数
四
，〇
〇
〇
本
の
敷
設
と
さ
れ
た
（Lukong,�supra�note�

（81),142

）。
五
㎞
ご
と
に
設
置
さ
れ
る
主
要
標
柱
は
オ
ベ
リ
ス

ク
型
で
地
下
二
ｍ
地
上
部
分
が
一
ｍ
七
〇
㎝
、表
面
に
は
両
国
国
旗
が
表
示
さ
れ
、二
つ
の
恒
久
的
承
認
マ
ー
ク
が
記
さ
れ
、型
板
（tem

plate

）

上
の
座
標
ポ
イ
ン
ト
に
よ
っ
て
事
前
に
数
値
化
さ
れ
た
位
置
の
二
五
〇
㎜
以
内
に
建
造
さ
れ
、
そ
の
他
は
一
辺
五
〇
．八
㎝
の
立
方
体
の
標
石

が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
基
礎
に
埋
設
さ
れ
た
（CN

M
C,�supra�note�

（111

）;�Lukong,�supra�note�

（81

）,142

）。2010

年
時
点
で
チ
ャ

ド
湖
か
ら
ギ
ニ
ア
湾
ま
で
、
三
，〇
〇
〇
本
余
り
の
標
柱
が
設
置
さ
れ
た
。

（
111
）�

Lukong,�supra�note�

（81),�143.

（
110
）�

K
eraw

a

川
、M

aga-Gourgourou

、M
ada-Sahle-Zigague

、K
otcha

（K
ontcha

）
の
区
間
に
つ
い
て
は
、
合
意
が
無
い
た
め
ま
た
熱

帯
雨
林
地
帯
、
水
路
、Bakassi-A

kw
ayafe

区
域
は
ア
ク
セ
ス
不
可
能
ま
た
は
難
工
事
の
た
め
、
物
理
的
画
定
が
未
了
で
あ
る
（Lukong,�

supra�note�

（81),�141

）。

（
111
）�

Ｃ
Ｎ
Ｍ
Ｃ
で
は
紛
争
解
決
の
障
害
と
な
る
一
要
因
と
し
て
、ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
一
億
五
〇
〇
〇
万
人
と
い
う
過
密
人
口
も
指
摘
さ
れ
た（Issaka�
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and�N
gandu,�supra�note�

（23),�3

）。

（
112
）�

Issaka�and�N
gandu,�supra�note�

（23),�3;�Joy�O
gw

u,�

“Bakassi,�Conflict�Prevention,�and�the�Path�to�Peace,

”�in�supra�note�

（131),�12;�M
aurice�K

am
to,�

“The�Bakassi�A
ffair:�Cam

eroon's�Challenge�for�Peace,

”�in�supra�note�

（131),�11-11.
（
113
）�
グ
リ
ー
ン
ツ
リ
ー
合
意
に
よ
れ
ば
、
バ
カ
シ
半
島
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
住
民
は
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
市
民
と
し
て
バ
カ
シ
半
島
居
住
の
継
続
、
カ

メ
ル
ー
ン
国
籍
取
得
ま
た
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
移
動
の
い
ず
れ
か
を
二
年
以
内
に
決
定
す
る
こ
と
と
し
、
国
境
画
定
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
人

民
の
保
護
お
よ
び
権
利
保
障
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

カ
メ
ル
ー
ン
は
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
に
よ
る
権
限
移
譲
後
、
バ
カ
シ
半
島
に
居
住
す
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
国
民
に
国
際
人
権
法
及
び
そ
の
他

の
国
際
法
関
連
条
文
が
規
定
す
る
基
本
的
権
利
及
び
自
由
を
保
障
す
る
（art.�3.1

）。

　

ま
た
カ
メ
ル
ー
ン
政
府
は
、
バ
カ
シ
に
居
住
す
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
国
民
に
対
し
、
退
去
ま
た
は
国
籍
変
更
を
強
制
せ
ず
（art.3.2�a

）、
文
化
、

言
語
及
び
信
条
（art.�3.2�b

）、
農
業
お
よ
び
漁
業
活
動
継
続
の
権
利
（art.�3.2�c

）、
お
よ
び
財
産
及
び
慣
習
的
土
地
の
権
利
（art.�3.2�d

）

を
保
護
及
び
保
障
し
、
税
金
そ
の
他
の
賦
課
金
を
差
別
的
な
手
段
で
の
課
税
を
禁
止
し
（art.�3.2�e

）、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
国
民
保
護
の
た
め
に

必
要
な
す
べ
て
の
手
段
を
と
る�
（art.�3.2�f

）
旨
規
定
す
る
。

（
114
）�

Issaka�and�N
gandu,�supra�note�

（23),�4.

（
111
）�

カ
メ
ル
ー
ン
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
文
民
当
局
に
よ
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
住
民
へ
の
接
触
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
住
民
ま
た
は
そ
の
活
動
目
的
の
た
め
の

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
か
ら
の
帰
国
に
対
し
、
カ
メ
ル
ー
ン
税
関
、
移
民
法
を
適
用
せ
ず
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
警
察
官
お
よ
び
警
察
職
員
の
地
域
へ
の

ア
ク
セ
ス
を
許
可
し
、
カ
メ
ル
ー
ン
領
水
に
お
け
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
旗
国
船
の
無
害
通
航
を
認
め
、
カ
メ
ル
ー
ン
領
域
内
に
留
ま
る
ナ
イ
ジ
ェ

リ
ア
国
民
に
対
し
、
カ
メ
ル
ー
ン
は
農
業
お
よ
び
漁
業
活
動
継
続
の
権
利
を
尊
重
し
、
財
産
及
び
慣
習
的
土
地
の
権
利
を
保
護
し
、
如
何
な

る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
も
保
護
す
る
措
置
を
と
る
等
を
含
む
。
こ
の
移
譲
に
伴
う
特
別
暫
定
制
度
（
特
別
レ
ジ
ー
ム
）
は
グ
リ
ー
ン
ツ
リ
ー

合
意
発
効
後
七
年
間
、
す
な
わ
ち
二
〇
一
三
年
ま
で
継
続
す
る
（K

onings,�supra�note�

（84),�201

）。

（
111
）�

O
duntan,�supra�note�

（122),�181.

（
111
）�

国
境
の
物
理
的
画
定
過
程
に
お
け
る
国
連
の
関
与
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
異
論
が
あ
る
。
国
連
の
関
与
は
結
果
的
に
判
決
履
行
過
程
の
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作
業
工
程
を
遅
ら
せ
た
。
国
連
に
は
定
義
さ
れ
た
役
割
も
、
個
人
的
紛
争
を
阻
止
し
た
り
仲
裁
し
た
り
す
る
権
限
も
な
か
っ
た
。
国
連
地
図

作
成
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
は
官
僚
的
形
式
主
義
（red-tapism

）
に
よ
る
大
量
の
仕
様
書
と
国
際
基
準
に
従
っ
た
技
術
ガ
イ
ド
が
指
示
さ
れ
た
結

果
、
コ
ス
ト
を
高
騰
さ
せ
、
作
業
工
程
を
複
雑
化
か
つ
長
期
化
さ
せ
た
。
ア
フ
リ
カ
で
の
国
境
線
物
理
的
画
定
は
、
第
三
者
の
関
与
を
無
く
し
、

で
き
る
限
り
二
国
間
の
努
力
で
す
べ
き
で
あ
る
。T

ouré�and�Isa,�supra�note�

（133),�112-201.

（
118
）�

O
gw

u,�supra�note�

（112),�11;�K
am

to,�supra�note�

（112),�14.

（
111
）�

カ
メ
ル
ー
ン
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
発
展
に
十
分
な
資
金
を
提
供
し
な
い
場
合
、
判
決
違
反
と
み
な
す
解
釈
が
あ
る
（O

duntan,�supra�
note

（13),�313
）。

（
180
）�

カ
メ
ル
ー
ン
政
府
は
同
国
内
に
居
住
す
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
に
居
住
許
可
証
の
取
得
を
義
務
づ
け
、
そ
の
手
数
料
は
一
九
六
〇
年
代
に
は

一
〇
，〇
〇
〇
セ
ー
フ
ァ
・
フ
ラ
ン
（
Ｆ
Ｃ
Ｆ
Ａ
）
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
二
年
に
は
八
三
，〇
〇
〇�

Ｆ
Ｃ
Ｆ
Ａ
に
高
騰
し
、
許
可
証
発
行
担

当
官
は
申
請
者
か
ら
賄
賂
を
要
求
し
た
。
英
語
圏
住
民
の
公
的
文
書
発
行
手
続
き
は
首
都
ヤ
ウ
ン
デ
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
カ
メ
ル
ー
ン

領
域
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
へ
の
適
切
な
許
可
証
ま
た
は
身
分
証
は
ほ
と
ん
ど
提
供
さ
れ
て
い
な
い
（Joseph,�supra�note�

（111),�413

）

（
181
）�

A
siw

aju,�supra�note�

（143),�Chapter�8,�148.

（
182
）�

Ijie�N
neam

aka�O
bodo�and�Gabriel�T

yoyila�A
kw

en,�

“Nigeria-Cam
eroon�Border�Relations:�A

�H
istorical�A

nalysis�of�the�
Bakassi�Peninsula�Region,

”�:�https://w
w

w
.academ

ia.edu/33318331/

（
183
）�

O
duntan,�supra�note�

（122),�118.　

た
だ
し
本
件
裁
判
で
は
租
借
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
ウ
テ
ィ
・
ポ
ッ
シ
デ
テ
ィ
ス
原

則
は
他
の
国
際
法
の
発
展
お
よ
び
例
え
ば
国
家
承
継
、
自
決
、
領
域
権
原
の
取
得
、
国
境
そ
の
他
の
領
域
的
制
度
、
条
約
法
、
時
際
法
の

よ
う
な
国
際
法
規
則
の
発
展
と
調
和
さ
せ
る
べ
き
と
の
見
解
も
提
言
さ
れ
て
い
る
（T

orres�Bernárdez,�

“The�

‘U
ti Possidetis Juris�

Principle'�in�H
istorical�Perspective,

”�in�K
.�Ginther�et�al�eds.,�Festschrift für K

arl Zem
anek,�1114,�431

）




